
令和４年２月２日 

ス ポ ー ツ 推 進 部 

 

 

世田谷区スポーツ推進計画 調整計画（案）について 

 

 

１ 主旨 

世田谷区スポーツ推進計画（平成２６年３月策定）の目標を達成するための重点的な

取組みを具体化し、実行していくための事業計画である「調整計画」について、令和３

年８月にまとめた素案に対し、区民意見募集等による意見、素案策定後の表現の見直し

等を踏まえて素案から修正し、案としてまとめたので報告する。 

 

 

２ 計画期間 

  令和４年度から令和５年度まで（２年間） 

 

 

３ 計画終了時に達成すべき目標 

成人の週１回以上のスポーツ実施率６５％以上 

 

 

４ 調整計画における視点 

（１）東京２０２０大会のレガシーを活かし、スポーツの推進を図る 

（２）障害者がスポーツに親しむ機会の更なる充実を図り、スポーツ活動を通じた障害の

ある人とない人の交流を促進する。 

（３）身近な場所でいつでもスポーツができる環境をつくるとともに、地域のスポーツ団

体と協力し、スポーツによる地域の活性化を行う。 

（４）ＩＣＴの活用および、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）やＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）も踏まえたスポーツの推進に取り組む。 

 

 

５ 素案に対する区民意見募集の結果について 

 （１）募集期間 

 令和３年９月１５日～１０月６日 

 

（２）周知方法 

区のおしらせ９月１５日号にて周知のうえ、ホームページ・まちづくりセンター等         

での閲覧及び区内にお住まいの１８歳以上の方の中から無作為に抽出した５００人

の方に資料送付 

 

（３）意見数 

 意見提出者 ５０人（ハガキ４１人、手紙１人、ホームページ８人） 

  意見件数  ７１件 

1



 

（４）意見の概要及び区の考え方 

別紙１「素案への区民意見募集及び区の考え方」のとおり。 

 

 

６ 素案からの変更点 

別紙２「素案から案のおもな変更点について」のとおり。 

 

 

７ 調整計画（案）について 

別紙３「世田谷区スポーツ推進計画 調整計画（案）概要版」 

別紙４「世田谷区スポーツ推進計画 調整計画（案）」 

  

 

８ これまでの経緯および今後のスケジュール（予定） 

 

≪これまでの経緯≫ 

  令和３年  ９月  スポーツ・交流推進等特別委員会（計画素案報告） 

       区民意見募集 

令和３年 １２月  政策会議（計画案報告） 

 

≪今後のスケジュール（予定）≫ 

  令和４年  ２月  スポーツ・交流推進等特別委員会（計画案報告）※本日 

 ３月  計画策定 
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 別紙 １ 

世田谷区スポーツ推進計画 調整計画 

素案への区民意見募集及び区の考え方 

１ 意見募集概要 

（１）募集期間  令和３年９月１５日～１０月６日 

（２）周知方法  区のおしらせ９月１５日号にて周知のうえ、ホームページ・まちづくりセン

ター等での閲覧及び区内にお住まいの１８歳以上の方の中から無作為に抽出

した５００人の方に資料送付 

（３）意見数   意見提出者 ５０人（内訳：ハガキ４１人、手紙１人、ホームページ８人） 

意見件数  ７１件 

 

２ 意見の概要及び区の考え方 

番号 主な意見の要旨 区の考え方 

１ 第２章 現状と課題について（６件） 

1 

・施設の利用や計画に対する新型コロナ

の影響を分析、対策資料としてほし

い。（4 件） 

・素案について、新型コロナに配慮した

計画が弱いのではないか。（1件） 

新型コロナウイルス感染症については、社

会状況の変化で大きく全体に関わるものとし

て、本計画の第２章に記載しておりますが、

ご意見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症

の影響について引き続き情報収集を行い、新

型コロナウイルス感染症に対応した取組みに

ついて検討してまいります。 

2 

・「スポーツ実施率」「スポーツをしな

い理由」だけでは具体的な原因がわか

らない。年代、家族構成、就業状況な

どをクロス集計し、有意に問題がある

部分を明示していただきたい。また、

その問題点に対応させる形で計画を作

成してほしい。（1件） 

年代別のスポーツ実施率を分析すると、週

１回以上スポーツを行っている人が少ないの

は、２０歳代から３０歳代、８０歳代となっ

ております。２０～３０歳代の実施率が低い

理由として、「仕事や家事で忙しい」などの

回答が上位となっております。 

本計画では、こうした方でも身近な場所で

気軽に簡単な運動を行っていただくよう取り

組んでまいります。 

 

  

3



 

 

 

番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ 第４章【重点的な取り組み 1】生涯スポーツについて（２７件） 

3 

・アプリ等を利用した情報発信や、動画

配信やオンラインの講座を開設すべ

き。（５件） 

・区独自のアプリを作成し、運動習慣

（歩いた距離など）に応じたポイント

やマイレージを付与することやせたが

やペイなどの特典を作ることで意欲の

向上が可能（３件） 

ご意見を踏まえ、情報を入手しやすいイン

ターネットや SNSなど様々な手段を活用し、

情報提供に努めてまいります。 

 また、関係所管で連携し、ウォーキングア

プリの情報収集・導入可能性の検討など取組

みについて検討してまいります。 

4 

・奥沢は目黒区、大田区が近いので、も

っと共有・協力してほしい。自由が丘

や田園調布であれば参加する人も増え

るのではないか。（1 件） 

スポーツの場が足りていない中、他区と施

設を共有することで利用しやすくなる方がい

るかと思います。 

しかし一方で、他区からの区内施設の利用

が多くあった場合、区民利用がひっ迫するこ

とが想定されるため、施設の利用状況等を踏

まえ、検討してまいります。 

5 

・ウォーキングのイベントがあれば参加

してみたい。歩くことが基本の運動で

あり、誰でも気軽に参加しやすい。（2

件） 

・夜でも安全にランニングやウォーキン

グができる環境づくりができれば運動

の促進につながる。（1件） 

ウォーキングのイベントについては、例年

５月上旬に多摩川の河川敷を歩く「多摩川ウ

ォーク」、１月１日に「元旦あるこう会」を

開催しております。 

ご意見を踏まえ、ランニングやウォーキン

グができる環境づくりを含め、気軽に運動で

きる施設の整備を進めてまいります。 

6 

・「がやがや館」で実施している運動プ

ログラムを増やし、区内各所で実施。

区報でアピールをすればより効果的。

（2件） 

「がやがや館」の所管課である市民活動・

生涯現役推進課と連携するとともに、スポー

ツ施設で各種事業を実施しているスポーツ振

興財団とも情報共有を行い、より効果的な広

報手段について検討してまいります。 

7 

・スポーツを始めるときに情報が少ない

ため、世田谷区でアプリ等も活用した

情報提供が必要ではないか。（1件） 

ご意見を踏まえ、情報を入手しやすいイン

ターネットや SNSなど、あらゆる手段を活用

し、情報提供に努めてまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ 第４章【重点的な取り組み 1】生涯スポーツについて（２７件） 

8 

・子どもや子育て世代に注力していただ

きたい。教育現場でのスポーツ指導の

向上（例えば部活動を民間に委託する

など）がスポーツ推進につながるので

はないか。（1 件） 

ご意見を踏まえ、教育委員会と情報を共有

した上で連携し、教育現場におけるスポーツ

の取組みを検討してまいります。 

9 

・アメリカのホストタウンであることの

強みの活用や区民との交流があっても

よいのではないか。（2件） 

ご意見を踏まえ、本計画に基づき、アメリ

カ選手との交流事業の実施に向け取り組んで

まいります。 

10 

・イベントの開催が土日祝日に開催され

ることが多いため、サービス業など平

日休みでは参加が難しい。（1件） 

・仕事をしているオフィスワーカーのこ

とも考慮していただきたい。（2件） 

・平日の遅い時間や週末に無料または手

軽な金額で、気安く施設を利用した

い。低価格で利用できるエアロマシン

やランニングマシン、運動クッション

等を設置した小・中規模の施設を徒歩

圏内に設置してほしい。（1件） 

多くの方がスポーツに関する各種事業への

参加や、施設を利用しやすくなるよう、施設

の設置・運営方法や事業の実施方法につい

て、スポーツ振興財団と連携し検討してまい

ります。 

11 

・スポーツ上級者・中級者向けの大会は

あるが、気軽に誰でも楽しめる大会が

あまりない。「気軽に腕試し」をする

チャンスがあれば、スポーツを続ける

励みにあり、継続する楽しみになると

思う。（1件） 

スポーツ施設でイベントや大会など各種事

業を実施しているスポーツ振興財団と情報共

有を行い、検討してまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

２ 第４章【重点的な取り組み 1】生涯スポーツについて（２７件） 

12 

・「忙しい人」「面倒臭がりの人」の一

番の運動チャンスは「ショッピング」

だと思う。イオンモールはバリアフリ

ーで異常気象の影響を受けず、子供連

れでも車などを気にせずに歩けるの

で、自然と長時間歩いている。また子

どもが遊べる広場、駐輪場、駐車場が

無料であり、様々な人が自然と運動習

慣ができると思うので、区内の商店街

がイオンモールのような形態になれば

いいと思う。（1件） 

「歩く」ことは身近な場所で気軽に行える

スポーツであり、健康増進にも有効であると

考えております。 

環境整備や普及啓発などに取り組み、運動

の促進やスポーツ実施率の向上に繋げてまい

ります。 

13 

・2(2)でサーフィン、スケートボードな

どのライフスタイルスポーツにも言及

しているが、若者のサブカルチャー、

カウンターカルチャーから生まれてき

たスポーツであるため、近代スポーツ

との文化的違いも視野に置いた検討が

望まれる。（1 件） 

個々のスポーツにおける文化的違いなど、

計画としても検討する必要があると認識して

おりますが、本計画では、まずは東京 2020大

会を契機に、幅広いスポーツの魅力を知って

いただくことから努めていきたいと考えてお

ります。 

14 

・3(2)ジュニア育成事業の推進について

は、強化なのか普及なのか、文章では

明確ではない。強化であれば中央競技

団体等の選手強化方針との整合性が問

われる。区はジュニア育成とジュニア

選手強化を混同することなく、すべて

の子どもたちのスポーツを推進すべき

である。また各競技団体との連携・協

力も不可欠である。（1件） 

区としては、子どもの基礎体力向上を基本

としてスポーツを推進するとともに、スポー

ツを継続していく目標・目的となる競技スポ

ーツについても取り組んでまいります。 

ご指摘の点につきましては、選手強化を行

う各競技団体との役割を明確にするよう、引

き続き各競技団体との連携・協力に努めてま

いります。 

15 

・ふじみ荘が閉館してしまったので、屋

内で頭の体操や将棋などをしたい。（1

件） 

千歳温水プールの４階「健康運動室」で

は、軽運動から将棋、カラオケなど幅広くご

利用いただくことが可能です。 

また、高齢者の方が集う施設として「ひだ

まり友遊会館」や「せたがやがやがや館」と

いった施設もございます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

３ 第４章【重点的な取り組み 2】地域スポーツ振興について(４件） 

16 

・看護訪問ステーションから「健康体操

指導士」の資格を持つスタッフが訪問

し、様々なストレッチや移送、リラッ

クス呼吸法を指導してくれているが、

このような訪問型の支援を全ての在宅

障害者に実施できるようにしてほし

い。またそのための人材の育成をして

ほしい。（通所施設や教室に通うこと

が困難な在宅障害者への支援）（1 件） 

訪問看護ステーションの人材育成について

は、引き続き世田谷区福祉人材育成研修センタ

ーの研修等を通じて、取り組んでまいります。 

17 

・区外からの転居者のため、スポーツコ

ミュニティに入りたいが、接点がない

ため、「スポーツコミュニティへの参

加機会の創出」を加えていただきた

い。区のＨＰ上でマッチングなどをし

てほしい。（1 件） 

スポーツに接する機会の拡大につながるよ

う、総合型地域スポーツ・文化クラブをはじめ

とする様々なスポーツ参加の機会について、よ

り分かりやすく参加しやすくなるよう情報発信

してまいります。 

18 

・総合型クラブやその他団体の学校施設

使用については、学校施設の確保に関

する政令や学校教育法などの規定もあ

り、クラブや団体にとっては施設利用

の困難さがある。総合型クラブの所管

が２つにまたがっている難しさはある

だろうが、両所管の積極的な関与が必

要であり、領域を超えた理解が必要で

ある。（1件） 

ご意見を踏まえ、本計画の取組みを推進して

まいります。 

19 

・総合型地域クラブについて、尾山台に

もクラブがあるのは知っているが、入

りにくい。（尾山台小学校関係者のみ

という雰囲気）なので、新設クラブに

は賛成です。（1件） 

ご意見を踏まえ、本計画の取組みを推進して

まいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ 第４章【重点的な取り組み 3】スポーツの場の整備について（２７件） 

20 

・60歳以上の高齢者の憩い（お茶や娯楽、

お風呂など）の施設が欲しい。（1 件） 

・高齢者にも優しい世田谷区のスポーツ推

進を。体力増進のためのウォーキング道

の整備（緑豊かな道やお茶タイムが取れ

るカフェスペース（障害者と一般の方が

一緒に働いていれば、なお良し）の設置

など）（1件） 

スポーツ施設において 60 歳以上の高齢者

が利用できる施設としては、千歳温水プール

４階の「健康運動室」がございます。そのほ

か、「ひだまり友遊会館」や「せたがやがや

がや館」といった施設もございます。また、

区では「健康せたがやプラス１」の取り組み

として、ウォーキングマップを作成しており

ますのでご活用ください。 

 関係所管と連携するとともに、誰もが使い

やすく、気軽に運動できる施設の整備を進め

てまいります。 

21 

・最近では公園に子ども用だけでなく、高

齢者用の運動器具が設置されるようにな

ったが、すべての公園で充実させてほし

い。（1 件） 

関係所管と連携するとともに、スポーツ施

設につきましては、誰もが使いやすく、気軽

に運動できる施設の整備を進めてまいりま

す。 

22 

・世田谷公園で草野球をしているが、グラ

ウンド予約が抽選で困っていた中、第一

生命のグラウンドなど、区で利用できる

ようになることに感謝している。今後も

スポーツ施設の整備をしていただき、野

球場を増やしてほしい。（1件） 

・名古屋には子どもが勝手にサッカーや野

球ができる公園が多々あった。東京は土

地もなく、また犯罪も多く難しいと思う

ので、大学のグラウンドなど、大人の目

がある施設を空いている時には開放して

ほしい。（1件） 

スポーツ施設の不足は、区としても認識し

ております。それぞれの地域・地区の特性や

利用者ニーズを踏まえ、あらゆる機会を捉

え、本計画に基づき、スポーツ施設の確保を

進めてまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ 第４章【重点的な取り組み 3】スポーツの場の整備について（２７件） 

23 

・現状、参加意思はあっても、抽選や施設

が遠い、子どもを預けられない等の壁が

あります。老若男女、すべての人が「こ

れなら行ってみようか」と思えるような

施設設備の充実化もしてほしい。（1

件） 

ご意見を踏まえ、様々な方が使いやすい施

設となるよう、施設と事業の両面から検討し

てまいります。 

24 

・学校の校庭や体育館が「けやきネットの

会員」でないと使用できないのは使いづ

らく、子どもが自由に使えないため、地

域の子どもに開放してほしい。また民間

のコーチはレッスンできるよう、有志の

サークルしか利用できないという規制も

なくしてほしい。（1 件） 

・施設等を色々と開放してほしい。若い世

代を中心に、高齢者にも利用しやすい制

度を作ってほしい。（1件） 

・現在、玉川地域には図書館施設や運動施

設がないのが大変残念。玉川高校やその

隣のテニスコート、グラウンドは偏った

方々のみの利用なので、住民が使用でき

るように進めていただきたいです。（1

件） 

・そもそも区民が自由に使える体育館がな

い。（1 件） 

・大蔵運動場にトレーニング機械が使用で

きる施設があるが、手続が面倒で、断念

しました。簡単に使用できるようにし、

個人に合わせてトレーニング機器を推奨

してくれる端末を設置してほしい。（1

件） 

学校の校庭・体育館につきましては、けや

きネットの登録団体への一般開放の他に、校

長の判断により地域のスポーツ団体等に使用

を認めています。また、小学校では、日曜日

などに校庭を地域の児童に開放しております

（一部の小学校を除く）。 

また、コーチによるレッスンに関しては、

営利目的でのご利用でなければ、「けやきネ

ット」による団体登録のうえ練習としてご利

用いただくことは可能です。 

その他の施設につきましては、ご意見を踏

まえ、今後の参考とするとともに、運用面の

工夫等を検討してまいります。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ 第４章【重点的な取り組み 3】スポーツの場の整備について（２７件） 

25 

・烏山区民センターの壁にある、世界記録

を示すモニュメント等を増やし、横にそ

れを体験できるような運動施設を作ると

面白いと思う。（1件） 

意見を踏まえ、多くの方々にスポーツに興

味を持っていただき、体験できる施設の整備

について、検討していまいります。 

26 

・運動ができる場所はあるが、禁止や規制

が多く、気軽にできない。（キャッチボ

ールの禁止やサッカーボールの利用禁止

など）（2件） 

・小学生がボールを使って遊べる公園がな

くならないよう願っている。（1件） 

現状では、多くの利用者の皆様が安全に施

設を利用できるよう、利用方法については一

定のルールを設けさせていただいておりま

す。 

しかし、ボールを使った利用についてはご

意見を踏まえ、今後新たに整備するスポーツ

施設においては、安全を確保した上で適切に

利用可能な施設機能について、検討してまい

ります。 

27 

・外国人でも利用しやすい多言語表示につ

いては、日本語・英語・ピクトグラムで

十分だと思う。（1件） 

・多様性（ジェンダー、ダイバーシティ）

に配慮した環境整備を。（1件） 

・更衣室やトイレは肉体的性別に基づいた

区別を維持してほしい。（1件） 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画

と多文化共生を推進する条例」の趣旨も踏ま

え、誰もが使いやすい施設機能の整備を図

り、本計画の取組みを推進してまいります。 

28 

・旧小中学校の校舎がワークスペースや老

人ホーム、保育園になっているが、校庭

は住民がスポーツをできる場として残し

てほしかった。（1件） 

いただいたご意見につきましては、今後の

参考とさせていただきます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ 第４章【重点的な取り組み 3】スポーツの場の整備について（２７件） 

29 

・大蔵第二運動場や総合運動場の管理運営

に関して、紙と印鑑を使用した事務が多

く、デジタル化が遅れている。コロナの

影響もあるので、受付を非接触型、無人

化にしてほしい。例えば体調確認書は利

用の都度名前、電話番号を書いており、

管理面でも大変だと思います。 

デジタル化することで、コストやマンパ

ワーを高齢者対応に回すこともできるた

め、利便性、業務効率、サービスレベル

を向上させることができると思います。

（1件） 

大蔵第二運動場や総合運動場を管理運営す

る世田谷区スポーツ振興財団に情報提供する

とともに、効率的・効果的な施設運営となる

よう、本計画の DX 推進の考え方を踏まえ、

世田谷区スポーツ振興財団など各施設の管理

者と連携し取り組んでまいります。 

30 

＜第一生命グラウンドの野球場の「全面人

工芝」について＞（1 件） 

・高齢化が進む中、スポーツは野球、テニ  

ス、サッカーだけでなく、散歩なども含

まれるのではないか。人工芝の光景はあ

まり喜ばしい景色ではなく、自然の芝生

を植え、良い景観を作ること、また、夏

などには天然芝は気温上昇を抑えてくれ

ることから、散歩、散策ができる環境に

なるのではないか。 

マイクロプラスチック問題がある中で、

人工芝を使用するのが、安心して利用で

きないのではないか。周りを散策する人

たちも安心して利用できる施設にしてい

ただきたいです。 

第一生命グラウンドにつきましては、多目

的グラウンドで、かつ区と大学の共同利用な

どの事情から、協議の上、全面人工芝となり

ました。 

グラウンドの周囲はランニングコースとし

て開放され、今後は近くに広場も整備される

と伺っておりますのでご活用いただければと

思います。 

31 

・砧公園のサイクリングコースを利用する

ことがあるが、ジョギングや散歩してい

る方もいるため、 自転車専用のコース

を作ってほしい。また、基本は一方通行

だと思うが、逆走してくる人もいるの

で、ルールの周知（看板の設置など）を

してほしい。（1件） 

公園を管理する東京都に情報提供いたしま

す。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

４ 第４章【重点的な取り組み 3】スポーツの場の整備について（２７件） 

32 

・公道でも自転車専用レーンが増えている

が、道幅が狭く、歩道を走ることもあ

り、車側にも歩行者側にも迷惑なのでは

と、自転車利用者の肩身が狭いです。（1

件） 

関係所管で情報を共有し、今後の取り組み

の参考とさせていただきます。 

33 

・運動施設の休憩室では、座るだけでな

く、横になれるようにしてほしい。（1

件） 

ご意見は今後の施設運営の参考とさせてい

ただきます。 

34 

・上用賀公園を拡張する際には、障害があ

っても気軽に行きたくなるよう、案内を

文字だけでなく、音声でも流してほし

い。（1 件） 

上用賀公園に新たに整備する施設につきま

しては、音声案内装置の設置等を含め、ＵＤ

（ユニバーサルデザイン）に対応した障害の

ある人もない人も誰もが使いやすい施設とな

るよう、検討を進めてまいります。 

35 

・隣接する目黒区の体育館のジムを利用し

たことがあるが、区全体 5 つの体育館で

ヨガ・ピラティス等の教室だけではな

く、施設利用料だけで利用可能なトレー

ニングプログラムが数多く企画されてい

て、主に高齢者の運動促進につながって

いる。 

本区でも民間のスポーツクラブと提携し

たトレーニングプログラムの提供や、遊

休施設を活用したトレーニング機会の創

出等が考えられるのではないか。（1

件） 

他区や民間事業者の実施状況等も参考に、

本計画の取組みを推進してまいります。 

36 

・羽根木公園は子供向けであるが高齢者や

障害者にとっては利用しづらい。階段や

坂を登った先には砂利道があり、UD を

考慮した整備が必要だと考える。（1

件） 

区では世田谷区ユニバーサルデザイン

（UD）推進条例に基づき、施設の整備を進

めておりますが、条例制定前に開園した羽根

木公園などについては、公園の改修を契機に

対応を検討してまいります。 

また、上用賀公園など今後新たに整備する

施設においては、関係所管と連携し、ＵＤ

（ユニバーサルデザイン）に対応した誰もが

利用しやすい施設の整備に取り組んでまいり

ます。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

５ 第４章【重点的な取り組み 4】パラスポーツの推進（5件） 

37 

・個人的にラグビーワールドカップで盛り

上がった「ラグビー」とパラリンピック

での「ボッチャ」が面白いと思っている

ので体験できるイベントがあれば参加し

てみたい。特にボッチャは皆が参加しや

すいスポーツだと思います。（1件） 

・オリンピック・パラリンピックで注目さ

れたマイナー競技を体験できる施設を作

れば、親しみやすくなると思う。（1

件） 

・パラスポーツはまだ知名度が低いので、

持続的な普及活動を望みます。（1 件） 

引き続き、体験イベントを実施していくと

ともに、幅広いスポーツの魅力の発信やパラ

スポーツの普及活動を行い、本計画の取組み

を推進してまいります。 

38 

・パラスポーツに関しては、パラ＝障害者

スポーツ種目のイメージは拭えない。世

界的には聴覚障害者のデフリンピック、

知的障害者のスペシャルオリンピック、

精神障害者のソーシャルフットボールな

ど様々な障害者のスポーツイベントがあ

る。また国際知的障害者スポーツ連盟、

国際脳性麻痺者スポーツ・レクリエーシ

ョン協会などもあり、ハイパフォーマン

ススポーツとしてのパラリンピック種目

との異同を含め、障害者スポーツについ

ては、区民に丁寧に説明する必要があ

る。（1 件） 

本計画においては、「共生社会」の実現を

目指し、誰もが参加可能なパラスポーツ・レ

クリエーションを推進してまいります。 

 様々なパラスポーツ競技と本計画における

「パラスポーツ」との考え方の整理について

は、今後の検討課題といたします。 

39 

・パラスポーツは競技を行う上で、コスト

負担で競技参加への妨げにならないよ

う、補助制度なども充実させてほしい。

（1件） 

本計画において、誰もが参加可能なパラス

ポーツ・レクリエーションを推進していくと

ともに、現在取り組んでいるパラスポーツ用

具の貸し出し事業の更なる充実を含め、本格

的なパラスポーツ競技の支援の在り方につい

ては、今後の検討課題といたします。 
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番号 主な意見の要旨 区の考え方 

６ その他（2 件） 

40 

・本調査に関して、やり方が大雑把であ

る。世田谷区でアンケート項目を用意

し、回答させるようにするべきである。

（1件） 

ご意見につきましては、来年度に着手予定

の次期スポーツ推進計画検討の際の参考とさ

せていただきます。 

41 
・資料は読むだけでなく動画などで見られ

るようにしてほしい。（1 件） 

ご意見につきましては、来年度に着手予定

の次期スポーツ推進計画検討の際の参考とさ

せていただきます。 
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令和４年２月２日
　スポーツ推進部

※下線部分が修正箇所です。

頁数 該当箇所 素案 案

1 １　調整計画の位置づけ

　世田谷区スポーツ推進計画（調整計画）は、
世田谷区スポーツ推進計画で掲げている「目
標を達成するための重点的な取組み」を具体
化し、実行していくための事業計画です。

　区は、スポーツ基本法第１０条の規定に基づ
き、区のスポーツを推進していくための指針で
ある世田谷区スポーツ推進計画を平成２６年に
策定しました。
　世田谷区スポーツ推進計画（調整計画）は、
世田谷区スポーツ推進計画で掲げている「目
標を達成するための重点的な取組み」を具体
化し、実行していくための事業計画です。

2 ２　計画の期間 図なし 図の追加

世田谷区スポーツ推進計画　調整計画（案）
素案から案のおもな変更点について

４　本計画における「スポーツ」

第１章　調整計画について

　令和３年９月にまとめた素案について、区民意見募集等による意見などを踏まえ、素案から修正した箇
所は以下のとおりです。
　※頁数の変更等については省略しています。

別紙 ２
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7
（1）新型コロナウイルス
感染症対策について

今後も、障害のある人もない人も安心してス
ポーツ・レクリエーションに参加できる環境を整
備していくとともに、オンライン機能を活用した
事業の実施など、コロナ禍で実施可能な方法
について検討をしてまいります。

今後も、障害のある人もない人も安心してス
ポーツ・レクリエーションに参加できる環境を整
備していくとともに、オンライン機能を活用した
事業の実施など、コロナ禍で実施可能な方法
を検討していきます。また、新型コロナウイルス
感染症の影響について引き続き情報収集を行
い、新型コロナウイルス感染症に対応した取組
みについて検討してまいります。

8.9 ※新規追加 なし

新型コロナウイルス感染症前後の施設利用状
況（参考）
新型コロナウイルス感染症による施設休止期
間（参考）

第２章　現状と課題

4 ※新規追加 なし

【参考】　国（スポーツ庁）の次期スポーツ基本計画
策定の動き

令和３年（２０２１年）
◆4月  スポーツ庁長官よりスポーツ審議会（※）に対
して諮問
スポーツ審議会の下に置くスポーツ基本計画部会
（※）が始動
◆5月  スポーツ基本計画部会において３回に分け
て、自治体、経済界、スポーツ関係団体等（計37団
体）からの現状・課題等のヒアリング
◆6月  スポーツ審議会総会・スポーツ基本計画部会
合同会議において、６月までの団体ヒアリング等の
フォローアップと、今後のスポーツ基本計画部会の
議論の方向性について決定
◇9・10月 スポーツ基本計画部会において３回に分
けて主要課題についての意見交換を実施。
また、計画の構造案等についても意見交換を実施。
◇11月 スポーツ審議会及びスポーツ基本計画部会
においてスポーツ基本計画の構造案に関する意見
交換を実施
◇11月下旬 スポーツ基本計画部会においてスポー
ツ基本計画の中間報告案の意見交換
～12月
◇12月  スポーツ審議会において中間報告を決定。
１月まで中間報告について１ヶ月程度パブリックコメ
ント

令和４年（２０２２年）
◇3月  スポーツ審議会において答申
文部科学大臣決定により第３期スポーツ基本計画策
定（４月より運用）

※並行して、関係省庁を構成員としたスポーツ推進
会議（スポーツ庁長官座長）においても意見交換を
進める予定

２　社会状況の変化
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頁数 該当箇所 素案 案

13

（２）調整計画での課題、
第２期スポーツ推進計画
に向けて
③パラスポーツの推進

東京２０２０大会では～（調整中：東京２０２０大
会の成果を記載）

東京２０２０パラリンピック大会では、日本選手
のメダル獲得数が金メダル１３個、銀メダル１５
個、銅メダル２３個、合計５１個と、史上２番目
のメダル数を記録するなど、目覚ましい活躍を
見せるとともに、これまで以上に多くの人々に
とって、パラアスリートの素晴らしいパフォーマ
ンスに感動し、パラスポーツ競技の魅力を知る
機会となりました。

14 ※新規追加 なし

～東京２０２０大会に関する情報～
１．アメリカ合衆国選手団　キャンプ実施状況
（１）オリンピックチーム
会場： 大蔵運動公園の一部、大蔵運動場、大
蔵第二運動場
日程： 令和３年７月４日～８月１６日
利用種目： ソフトボール、フェンシング、競泳、
トライアスロン、マラソンスイミング、アーティス
ティックスイミング、水球、トランポリン、体操競
技、新体操、バレーボール、ビーチバレーボー
ル、サッカー、ラグビー、空手、テコンドー、柔
道、陸上競技、近代五種、アーチェリー
選手利用： 延べ３，４１７人
（２）パラリンピックチーム
会場： 大蔵運動場陸上競技場
日程： 令和３年８月１７日～８月２８日
利用種目： 陸上競技
選手利用： 延べ２０３人

３　調整計画の取組みの課題と方向性
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頁数 該当箇所 素案 案

22

（２）ＩＣＴを活用した、身
近な場所で気軽にス
ポーツができる環境の整
備

また、ｅスポーツなど新たなスポーツについて、
国の動向も踏まえながら情報収集および研究
を進め、区における位置付け等について検討し
てまいります。

また近年、ｅスポーツについては、これまでの
地域活性化や産業振興といった側面に加え、
高齢者のフレイル予防や世代間交流の促進、
また障害のある人もない人も共に楽しみ社会
参加を促進するためのツールとして活用する
自治体が増えています。こうした他自治体の動
きや国の動向も踏まえながら最新の情報収集
および研究を進め、区における位置付け等に
ついて検討してまいります。

22

（２）ＩＣＴを活用した、身
近な場所で気軽にス
ポーツができる環境の整
備
表内「主な取組み」

○健康の保持増進のため、日常生活でウォー
キング等の運動を気軽に取り入れてもらうため
の提案

○健康の保持増進のため、日常生活でウォー
キング等の運動を気軽に取り入れてもらうため
の提案（ウォーキングアプリの情報収集・導入
可能性の検討など）

22

（２）ＩＣＴを活用した、身
近な場所で気軽にス
ポーツができる環境の整
備
表内「主な取組み」

○ｅスポーツなど新たなスポーツに関する調査
研究

○ｅスポーツの情報収集および研究、区におけ
る位置付け等についての検討

頁数 該当箇所 素案 案

23
（１）中高年や高齢者世
代を対象とした運動習慣
につながる事業の実施

現在、区や（公財）世田谷区スポーツ振興財
団、（公財）世田谷区保健センターなどがシニ
ア世代を対象とした各種健康事業、家庭内でで
きるエクササイズ動画の掲載、各種フレイル予
防・介護予防講座、各地域でのラジオ体操の
実施など様々な事業を行っています。

現在、区や（公財）世田谷区スポーツ振興財
団、（公財）世田谷区保健センターなどが中高
年や高齢者世代を対象とした各種健康事業、
家庭内でできるエクササイズ動画の掲載、各
種フレイル予防・介護予防講座、各地域でのラ
ジオ体操の実施など様々な事業を行っていま
す。

23
（１）中高年や高齢者世
代を対象とした運動習慣
につながる事業の実施

今後は各事業実施所管がより横断的に健康増
進事業に取り組むことで、高齢者の健康増進、
フレイル予防に一層の効果を発揮し、シニア世
代の運動習慣の向上や健康寿命の延伸を目
指します。

今後は各事業実施所管の間で連携を図り、よ
り横断的に健康増進事業に取り組むことで、中
高年や高齢者世代の運動習慣の向上やフレイ
ル予防に一層の効果を発揮し、中高年・高齢
者の健康増進や健康寿命の延伸を目指しま
す。

23
（１）中高年や高齢者世
代を対象とした運動習慣
につながる事業の実施

特に高齢者の運動不足は病気や怪我に繋がり
やすく、ちょっとした怪我をきっかけに体を動か
すことができなくなることで、体力だけでなく社
会参加の意欲までが失われてしまい、うつや認
知症の発症なども懸念されます。

特に高齢者の運動不足は病気や怪我に繋がり
やすく、ちょっとした怪我をきっかけに体を動か
すことができなくなることで、体力だけでなく社
会参加の意欲までが失われてしまうなど、精神
面への影響も懸念されます。

第４章　スポーツ推進施策

【重点的な取組み１】生涯スポーツの振興

２　生涯に渡ってスポーツを楽しめる環境づくり

１　スポーツに親しむきっかけづくり
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23
（１）中高年や高齢者世
代を対象とした運動習慣
につながる事業の実施

〇各所管が様々な中高年や高齢者向け事業
を実施しているものの、情報発信が横断的に
行われおらず、新型コロナ感染症拡大の影響
もあり運動習慣の低下が懸念されている。

〇各所管が様々な中高年や高齢者向け事業
を実施しているものの、情報発信が横断的に
行われおらず、新型コロナ感染症拡大の影響
もあり運動量の低下が懸念されている。

頁数 該当箇所 素案 案

28
（２）活動中の総合型地
域スポーツ・文化クラブ
への協力・連携

環境整備や地域スポーツの発展、子どもの体
力向上に向けた取組みについても検討を進め
ていきます。

環境整備や地域スポーツの発展、子どもの体
力向上に向けた取組みについても検討を進め
ていきます。
さらに、総合型地域スポーツ・文化クラブが、障
害のある人でも身近な場所で気軽に参加でき
る場となるよう、講師派遣や人材育成など、ク
ラブ内でのパラスポーツ・レクリエーション活動
促進のための支援を行います。

28

（２）活動中の総合型地
域スポーツ・文化クラブ
への協力・連携
表内「主な取組み」

○学校や地域への既存の総合型地域スポー
ツ・文化クラブの活動内容の周知
○各総合型地域スポーツ・文化クラブへの物
品助成
○学校や地域との教育活動や部活動などでの
連携
○総合型地域スポーツ・文化クラブ連絡会の
充実

○学校や地域への既存の総合型地域スポー
ツ・文化クラブの活動内容の周知
○各総合型地域スポーツ・文化クラブへの物
品助成
○学校や地域との教育活動や部活動などでの
連携
○総合型地域スポーツ・文化クラブ連絡会の
充実
○各クラブへのパラスポーツ・レクリエーション
活動促進のための支援

【重点的な取組み２】地域スポーツの振興

１　総合型地域スポーツ・文化クラブの支援
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頁数 該当箇所 素案 案

31
（１）上用賀公園拡張用
地におけるスポーツ施設
の整備

この「（仮称）上用賀公園施設整備事業基本構
想」を基本とし、上用賀公園拡張用地に、区民
体育大会やパラスポーツ大会などが開催可能
な体育館と、多目的に利用可能な屋外広場を
備えたスポーツ施設の整備を進めていきます。

この「（仮称）上用賀公園施設整備事業基本構
想」を基本とし、上用賀公園拡張用地に、区民
体育大会やパラスポーツ大会などが開催可能
な体育館と、多目的に利用可能な屋外広場を
備えた誰もが使いやすいスポーツ施設の整備
を進めていきます。

31

（１）上用賀公園拡張用
地におけるスポーツ施設
の整備
表内「目指す姿【令和５
年度（2023年度）】」

〇施設の基本計画を策定し、建設事業者の選
定を終え、開設に向けた取り組みが進んでい
る

〇施設の基本計画を策定し、事業手法を決定
している
〇建設事業者の選定に向けた取組みが進ん
でいる

33
（３）第一生命グラウンド
野球場など地域・地区ス
ポーツ施設の整備

　第一生命が給田に保有する野球場を、区民
が利用できるスポーツ施設として活用するた
め、第一生命、日本女子体育大学、世田谷区
の三者で協議の上、令和３年３月に覚書を締
結しました。
　野球場は第一生命が全面人工芝化等の整
備を行い、世田谷区と日本女子体育大学が令
和４年１月から共同で利用を開始します。区民
には、烏山地域に不足していた屋外スポーツ
施設として開放します。スポーツを行う場の拡
充に向け、今後も民間事業者や大学等との連
携を推進していきます。
　そのほかスポーツ施設が不足している場所
においては、それぞれの地域・地区の特性や
利用者ニーズを踏まえ、大規模な土地利用転
換等に伴う用地や施設の活用、学校施設・区
民利用施設等の複合化による整備、公共施設
の改修や複合化等の機会を捉えて整備を進め
ていきます。

　スポーツ施設が不足している場所において
は、それぞれの地域・地区の特性や利用者
ニーズを踏まえ、民間事業者や大学等との連
携推進、大規模な土地利用転換等に伴う用地
や施設の活用、学校施設・区民利用施設等の
複合化による整備、公共施設の改修や複合化
等の機会を捉えて整備を進めていきます。
　また、整備にあたっては、東京２０２０大会に
て若者を中心に気運が高まったスポーツクライ
ミングやスケートボードなどの新たな競技の場
の確保を含め、利用者ニーズや周辺環境等を
十分考慮した上で、施設整備・機能の充実を図
ります。
　民間事業者との連携では、第一生命が給田
に保有する野球場を、区民が利用できるス
ポーツ施設として活用するため、第一生命、日
本女子体育大学、世田谷区の三者で協議の
上、令和３年３月に覚書を締結しました。
　野球場は第一生命が全面人工芝化等の整
備を行い、世田谷区と日本女子体育大学が令
和４年１月から共同で利用を開始しました。区
民には、烏山地域に不足していた屋外スポー
ツ施設として開放しています。
　公共施設の改修等を契機としたスポーツの場
の整備では、東京都水道局の和田堀給水所
（大原二丁目）において、給水所上部のスポー
ツ施設としての活用に向けた検討・調整を行っ
ていきます。

１　適正なスポーツ施設の配置

【重点的な取組み３】スポーツの場の整備
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33

（３）第一生命グラウンド
野球場など地域・地区ス
ポーツ施設の整備
表内「目指す姿【令和５
年度（2023年度）】」

○第一生命グラウンド野球場が区民のスポー
ツの場として定着し、利用されている
〇地域・地区の状況や特性を踏まえつつ、施
設の用途変更や複合化、未利用地等の活用な
どの機会を捉え、整備を検討する

○第一生命グラウンド野球場が区民のスポー
ツの場として定着し、利用されている
○和田堀給水所の活用に向けた検討・調整を
進め、設計が進んでいる
〇地域・地区の状況や特性を踏まえつつ、施
設の用途変更や複合化、未利用地等の活用な
どの機会を捉え、整備を検討する

33

（３）第一生命グラウンド
野球場など地域・地区ス
ポーツ施設の整備
表内「主な取組み」

○第一生命グラウンド野球場の利用開始によ
る野球場の利用推進
○スポーツ振興財団と連携し、スポーツに取り
組む機会創出等の事業検討
〇公共施設の用途変更や未利用地等を活用し
た整備
〇公共施設の更新時等を契機とした施設の複
合化・複合利用化による整備
〇公園施設・学校施設等と連携したスポーツの
場の確保

○第一生命グラウンド野球場の利用開始によ
る野球場の利用推進
○スポーツ振興財団と連携し、スポーツに取り
組む機会創出等の事業検討
〇公共施設の用途変更や未利用地等を活用し
た整備
〇公共施設の更新時等を契機とした施設の複
合化・複合利用化による整備
〇和田堀給水所の上部利用に向けた検討・調
整
〇公園施設・学校施設等と連携したスポーツの
場の確保
〇東京2020大会を契機とした施設整備・機能
の充実

頁数 該当箇所 素案 案

35
（１）ＵＤや多様性に配慮
した、誰もが使いやすい
施設機能の整備

子どもから高齢者、障害の種類や程度、性別、
国籍にとらわれず、誰にとっても利用しやすい
スポーツ施設の整備を目指していきます。

　「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画
と多文化共生を推進する条例」の趣旨も踏ま
え、子どもから高齢者、障害の種類や程度、性
別、国籍にとらわれず、誰にとっても利用しや
すいスポーツ施設の整備を目指していきます。

頁数 該当箇所 素案 案

38

（１）障害者がスポーツ・
レクリエーションに親しむ
機会の充実
表内「目指す姿【令和５
年度（2023年度）】」

障害者の週１回以上のスポーツ実施率　５０％ 障害者の週１回以上のスポーツ実施率　４０％

2　スポーツ施設の機能充実

【重点的な取組み４】パラスポーツの推進
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頁数 該当箇所 素案 案

44 資料編

内容調整中

資料１　スポーツ基本法のあらまし
資料２　第2期スポーツ基本計画（概要）（ス
ポーツ庁）
資料３　世田谷区区民意識調査２０２１（スポー
ツ）の結果（抜粋）
資料４　世田谷区区民意識調査２０２０（スポー
ツ）の結果（抜粋）
資料５　スポーツの実施状況等に関する世論
調査（抜粋）（スポーツ庁）
資料６　世田谷区障害者（児）実態調査結果報
告書（抜粋）

※目次のみ

資料１　スポーツ基本法のあらまし
資料２　第2期スポーツ基本計画（概要）（ス
ポーツ庁）
資料３　世田谷区区民意識調査２０２１（スポー
ツ）の結果（抜粋）
資料４　世田谷区区民意識調査２０２０（スポー
ツ）の結果（抜粋）
資料５　スポーツの実施状況等に関する世論
調査（抜粋）（スポーツ庁）
資料６　都民生活に関する世論調査（抜粋）
（東京都）
資料７　世田谷区障害者（児）実態調査結果報
告書（抜粋）

※目次だけでなく内容を追加

資料編
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世田谷区スポーツ推進計画 調整計画（案）

≪概要版≫

令和４年２月
世 田 谷 区

別紙 ３

23



第１章

調整計画
について

１ 計画の位置づけ

スポーツ基本法第10条の規定に基づき、区のスポーツ

を推進していくための指針である『世田谷区スポーツ推進

計画』を平成26年に定め、その目標を達成するための重

点的な取組みを具体化し、実行していくための事業計画

として本計画を策定する。

本計画では、東京2020大会を契機として創出されたレ

ガシーを継承し、スポーツおよびパラスポーツの更なる認知

度向上や普及に努めていく。

また各事業においては、新型コロナウイルス感染症による

社会的変化、ＤＸやＳＤＧｓなど新たな視点に適応し

ていく。

２ 計画の期間

令和４年度（２０２２年度）～令和５年度（２０２３年度）

世田谷区スポーツ推進計画

計 画 期 間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1～

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024～

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6～

前期年次計画 後期年次計画 調整計画

次期
スポーツ推進計画

2

≪年次計画・調整計画≫

24



第１章

調整計画
について

３ 計画の推進体制

４ 本計画における「スポーツ」

○ 世田谷区

○（公財）世田谷区スポーツ振興財団

○ スポーツ推進委員

○ 総合型地域スポーツ・文化クラブ

本計画の推進のため、それぞれが役割を担いながら、相互に連携して取り組む。

競技スポーツだけでなく、健康の保持・増進・介護予防を目的とした運動、さまざまなレクリエーション
など、目的を持った身体活動すべてを「スポーツ」と定義する。

■『パラスポーツ』表記について

（公財）日本障がい者スポーツ協会は令和3年3月、「障害者スポーツ」という言葉を「パラスポーツ」
という言葉に統一する方針を決めました。
区もこの方針に賛同し、本計画からは「障害者スポーツ」を「パラスポーツ」と表記することとします。

3
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第２章

現状と
課題

１ 後期年次計画の成果

２ 社会状況の変化

後期年次計画で掲げた４つの重点的な取組み「生涯スポーツの振興」「地域スポーツの振興」「場
の整備」「障害者スポーツの推進」を踏まえ、さまざまな取組みを推進した。

≪主な取組み≫
・世田谷246スポーツフェスティバル開催 ・リコーブラックラムズ東京との協定締結
・総合型地域スポーツ・文化クラブへの支援 ・希望丘地域体育館整備
・大蔵運動場陸上競技場スタンド改築 ・上用賀公園スポーツ施設整備基本構想の策定
・第一生命グラウンド野球場の活用 ・ボッチャ協会との協定締結 ・ボッチャ世田谷カップ実施
・パラスポーツ体験会実施 ・パラスポーツ物品貸出 ・ボッチャの配置など

・新型コロナウイルス感染症の影響

・ＳＤＧｓの推進

・ＩＣＴの発展とＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

4

３ 調整計画の取組みの課題と方向性
・東京2020大会後のレガシー

・調整計画での課題と次期スポーツ推進計画に向けて

◆成人のスポーツ実施率が目標に達していない
◆スポーツの場の不足
◆パラスポーツのさらなる推進

調整計画において、より効果的なスポーツ
推進施策に取り組み、次期計画に繋げて
いく必要がある。

26



第３章

調整計画
の概要

１ 調整計画における視点

２ 達成すべき目標

【視点１】 東京2020大会のレガシーを活かし、スポーツの推進を図る。

【視点２】 障害者がスポーツに親しむ機会の更なる充実を図り、スポーツ活動を通じた障害の
ある人とない人の交流（共生社会）を促進する。

【視点３】 身近な場所でいつでもスポーツができる環境をつくるとともに、地域のスポーツ団体と
協力し、スポーツによる地域の活性化を行う。

【視点４】 ＩＣＴの活用および、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）やＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）も踏まえたスポーツの推進に取り組む。

5

※目標数値については、「世田谷区スポーツ推進計画」10年間の取組みを表す成果として、計画策定当初から設定している数値を記載し
ているが、社会情勢など外的要因による影響も踏まえながら、最終的に成果の到達状況について評価する。

◎世田谷区スポーツ推進計画１０年間の取組みの成果を表す指標

『成人の週１回以上のスポーツ実施率６５%以上』
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【重点的な取組み２】

地域スポーツの振興

身近な場所でいつでもス

ポーツができる環境をつく

るとともに、スポーツによ

る地域の活性化を行ってい

きます。

（１）総合型地域スポーツ・文化クラブ新規設立支援

（２）活動中の総合型地域スポーツ・文化クラブへの協力・連携

（１）地域スポーツを支える人材の育成・活用

（２）地域スポーツ団体と連携し、地域コミュニティ活動への派遣・協力

【重点的な取組み１】

生涯スポーツの振興

いつでも、だれでもスポー

ツに親しみ、いつまでも健

康に過ごしていける社会を

つくっていきます。

（１）目標となる各種大会（世田谷２４６ハーフマラソン、子ども駅伝、区民体育大会等）の実施

（２）ジュニア育成事業の推進

（１）東京2020大会後のアメリカ選手との交流

（２）ＩＣＴを活用した、身近な場所で気軽にスポーツができる環境の整備

１ スポーツに親しむきっかけづくり

３ スポーツを継続していく目標となる環境づくり

１ 総合型地域スポーツ・文化クラブの支援

２ スポーツによる地域の活性化

（１）中高年や高齢者を対象とした運動習慣につながる事業の実施

（２）幅広いスポーツに関する魅力の発信

２ 生涯に渡ってスポーツを楽しめる環境づくり

【視点１】

【視点３】 【視点４】

【視点１】

【視点３】 【視点４】

【視点３】 【視点４】

【視点３】 【視点４】

【視点３】 【視点４】

３ 調整計画を推進する全体像

第３章

調整計画
の概要
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【重点的な取組み４】

パラスポーツの推進

東京2020パラリンピック

を、パラスポーツを大きく

推進させる最大の好機と捉

え、取組みを進めます。

【重点的な取組み３】

スポーツの場の整備

競技スポーツから健康づく

りのための運動まで、多様

化しているスポーツニーズ

に対応するため、スポーツ

をする場の整備や確保を

行っていきます。

（１）質が高く管理しやすいスポーツ施設整備

（２）スポーツ施設ごとの管理運営面の最適化

（１）上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備

（２）大蔵運動場・大蔵第二運動場の整備

（３）第一生命グラウンド野球場など地域・地区スポーツ施設の整備

１ 適正なスポーツ施設の配置

３ 合理的で質の高い管理運営

（１）ＵＤや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機能の整備

（２）環境に配慮した施設への改善

２ スポーツ施設の機能充実

（１）障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実

（２）スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害のある人とない人（共生社会）の交流促進

（３）パラリンピックの気運醸成を活かしたパラスポーツの更なる推進

パラスポーツの推進

【視点３】 【視点４】

【視点３】 【視点４】

【視点４】

【視点２】

【視点４】

【視点１】

第３章

調整計画
の概要
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～課題を踏まえて調整計画で取り組む代表的な施策～

【重点取組み１】
生涯スポーツの振興

【重点取組み２】
地域スポーツの振興

【重点取組み４】
パラスポーツの推進

【重点取組み３】
スポーツの場の整備

第４章

スポーツ
推進施策 ＵＤや多様性に配慮した、

誰もが使いやすい施設機能
の整備 【視点３・４】

上用賀公園拡張用地におけ
るスポーツ施設の整備
【視点３】

大蔵運動場・大蔵第二運
動場の整備
【視点３】

競技大会を通じてパラスポー
ツを支える人材育成・きっか
けづくりを目的とした、競技
大会の実施 【視点１・２】

アメリカ選手と区民の交流機会の創出
【視点１】

中高年や高齢者世代を対象
とした運動習慣につながる事
業の実施 【視点３・４】

ICTを活用した、オンラインによ
るスポーツ参加の機会拡大
（オンライン２４６ハーフマラソ
ンなど）【視点３・４】

障害のある人もない人も共
に楽しめるパラスポーツ・レク
リエーション体験の実施
【視点２】

スポーツ推進委員の資質
向上のための研修の実施、
各種研修への受講支援
【視点２・３】

アメリカ選手等の参加による
パラスポーツの展開
【視点１・２】

ＪＲＡ日本中央競馬会と連携し、馬
事公苑を拠点としたレガシーの創出
【視点１】

オンラインや講師派遣を活用し
た、障害のある人も身近な場
所で気軽に参加できる事業の
実施 【視点２・４】

大学・民間施設等のスポーツ施設
の有効活用に向けた調整・協力
【視点３】

使いやすさ

整備

再整備

育成・活用

実施

展開

有効活用

実現

利用

協力

協力

利用

参加拡大

レガシー

レガシー

参
加
・協
力

パラスポーツ・レクリエーション
を支える人材の育成
【視点２・３】

連携

ボッチャ世田谷カップ
【視点１・２・３】
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第１章 調整計画について 

１ 調整計画の位置づけ 

～東京 2020 大会後のレガシー、コロナ禍での新生活様式～ 
 

区は、スポーツ基本法第１０条の規定に基づき、区のスポーツを推進していくための指

針である世田谷区スポーツ推進計画を平成２６年に策定しました。 

世田谷区スポーツ推進計画（調整計画）は、世田谷区スポーツ推進計画で掲げている「目

標を達成するための重点的な取組み」を具体化し、実行していくための事業計画です。 

調整計画では、東京 2020大会を契機として創出されたレガシー（※１）を継承し、スポ

ーツ・パラスポーツ（※２）のさらなる認知度向上や普及に努めていくこととしています。

また、各事業において、新型コロナウイルスの世界的大流行やＩＣＴの急速な技術開発な

どの社会的変化や、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）など新たな視点に適応してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 調整計画について 

≪年次計画・調整計画≫ 
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※１ 区では、東京 2020 大会を契機として、スポーツや文化、教育などの様々な分野で残

っている有形・無形の遺産のことを「レガシー」と捉えています。 

※２ 日本障がい者スポーツ協会は、令和 3年 3月、「障害者スポーツ」という言葉を「パ

ラスポーツ」という言葉に統一する方針を決めました。パラは「パラレル（並行す

る）」と解釈され、パラスポーツを「もう一つのスポーツ」として認知度を高め、障

害の有無に関わらず誰もが楽しめるスポーツとして競技の普及につなげていくこと

を目的としています。区としてもこの方針に賛同し、調整計画では「パラスポーツ」

と表記しています。 

 

 

２ 計画の期間 

世田谷区スポーツ推進計画は、平成２６年度（２０１４年度）から令和５年度（２０２

３年度）までの１０年間を計画期間としています。「年次計画」は、この計画期間１０年間

を、平成２６年度（２０１４年度）から平成２９年度（２０１７年度）を前期、平成３０年

度（２０１８年度）から令和３年度（２０２１年度）を後期、令和４年度（２０２２年度）

から令和５年度（２０２３年度）を調整期間に分け、事業の進捗状況を管理しつつ、社会

状況の変化などへの対応を図りながら、その都度策定しました。 
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３ 計画の推進体制 

本計画を推進するため、区とともに公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団（以下、ス

ポーツ振興財団）、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツ・文化クラブのそれぞれが役割

を担いながら、相互に連携して取り組みます。 

 

区の役割 

○本計画を策定し、計画に基づく事業の実施及び進捗管理、他所管・関係団体との調整を行

います。 

○スポーツ施設の整備・確保を行います。 

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の役割 

○世田谷のスポーツ振興を担う中心となる存在として、本計画に沿った事業の展開を行いま

す。 

○世田谷の体育協会として、区内スポーツ関係団体、国や都の体育協会などと連携を図り、

世田谷のスポーツの発展に努めます。 

スポーツ推進委員の役割 

○地域スポーツの中心として、区や財団との連携のもと、地域スポーツの発展のために活動

します。 

○総合型地域スポーツ・文化クラブをはじめ、地域のスポーツ団体や関係団体との連携を図

り、地域の中でのコーディネーターとしての役割を担います。 

総合型地域スポーツ・文化クラブの役割 

○身近な地域でいつでも、また、子どもから高齢者、障害のある方まで誰でも気軽にスポー

ツや文化活動を楽しめる場として、地域住民等が主体となって運営します。 

○地域の特性を活かした、世代を超えた交流事業を展開し、地域スポーツや地域コミュニテ

ィの中心としての役割を担います。 

 

４ 本計画における「スポーツ」 

計画では、スポーツをより身近なものと感じていただくため、スポーツの概念を幅広く

捉えています。 

このため、ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツだけではなく、健康の保持増進

のためのウォーキングや軽い体操、介護予防のためのトレーニング、様々なレクリエーシ

ョンなど、目的を持った身体活動の全てをスポーツとして扱います。 
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令和３年（２０２１年） 

◆4 月  スポーツ庁長官よりスポーツ審議会（※）に対して諮問 

スポーツ審議会の下に置くスポーツ基本計画部会（※）が始動 

◆5 月  スポーツ基本計画部会において３回に分けて、自治体、経済界、スポーツ関係団体等

（計 37 団体）からの現状・課題等のヒアリング 

◆6 月  スポーツ審議会総会・スポーツ基本計画部会合同会議において、６月までの団体ヒア

リング等のフォローアップと、今後のスポーツ基本計画部会の議論の方向性について決定 

◆9・10 月 スポーツ基本計画部会において３回に分けて主要課題についての意見交換を実施。 

また、計画の構造案等についても意見交換を実施。 

◇11 月 スポーツ審議会及びスポーツ基本計画部会においてスポーツ基本計画の構造案に関す

る意見交換を実施  

◇11 月下旬 スポーツ基本計画部会においてスポーツ基本計画の中間報告案の意見交換 

～12 月 

◇12 月  スポーツ審議会において中間報告を決定。 

１月まで中間報告について１ヶ月程度パブリックコメント 

 

令和４年（２０２２年） 

◇3 月  スポーツ審議会において答申 

文部科学大臣決定により第３期スポーツ基本計画策定（４月より運用） 

 

 

※並行して、関係省庁を構成員としたスポーツ推進会議（スポーツ庁長官座長）においても意見交換を

進める予定 

【参考】 国（スポーツ庁）の次期スポーツ基本計画策定の動き  
（令和３年１１月１日現在） 
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第２章 現状と課題 

１ 後期年次計画の成果 

【重点的な取組み１】生涯スポーツの振興 
生涯スポーツの振興では、年代や生活環境等のライフステージに応じ、子ども・成人の体

力・基礎運動能力向上事業の実施など各種スポーツ事業の展開や、東京 2020大会の気運醸成

事業の実施を行い、普及・広報活動の充実を図りました。 

また、従来から引き続き、世田谷２４６ハーフマラソンの実施や世田谷子ども駅伝の実施

等、区民の目標となる各種競技大会を開催いたしました。 

さらに、トップアスリートが高いレベルでスポーツをする姿は多くの人々に感動を与える

ことができることから、世田谷スポーツフェスティバルなどにトップアスリートを誘致し、

スポーツをしている姿を直接みることができる機会を増やしました。 

 

【重点的な取組み２】地域スポーツの振興 
地域スポーツの振興では、地域スポーツの軸となる総合型地域スポーツ・文化クラブにつ

いて、既存クラブの運営や新規設置等、多くの区民が地域スポーツや文化活動に参加できる

よう、活動の拠点となる学校やクラブの中心となる区民、スポーツ推進委員、教育委員会事

務局、スポーツ推進部等が総合型地域スポーツクラブ連絡会議において意見交換・協議を行

いました。また現在、クラブ未設置の砧地域において、活動の拠点となる学校や地域住民等

と設立準備会を実施し、設立に向けて準備を進めました。 

 また、学校やまちづくりセンター等で実施されているスポーツ・レクリエーション活動や、

健康づくりを推進するための活動に対して、スポーツ振興財団やスポーツ推進委員と連携し、

身近な地域でスポーツに触れるきっかけづくりや地域の活性化に貢献しました。 

 令和２年度には、ラグビーを通じたスポーツの推進及びスポーツによる地域の活性化を目

的として、ラグビーのトップリーグで活躍している「リコーブラックラムズ東京」を保有し

ている株式会社リコーと協定を結びました。 

 

【重点的な取組み３】スポーツの場の整備 
スポーツの場の整備では、アメリカ合衆国選手団のキャンプ地に決定したことを契機に、

大蔵運動場陸上競技場のスタンド棟を誰もが使いやすい施設へと改築しました。加えて、昨

今の酷暑における施設利用を考慮して、大蔵第二運動場にて休憩所を整備しました。また、

希望丘中学校の統廃合により生じた体育館を改築し、希望丘地域体育館を開設しました。整

備にあたっては、障害のある方でも快適に利用することができるように配慮し、車いす用シ

ャワー室や誰でも使用可能な多機能トイレを設置しました。 

スポーツ施設を中心とした上用賀公園拡張用地の整備については、令和２年３月に『（仮称）

上用賀公園施設整備事業基本構想』を策定し、令和２年度から基本計画の策定に向けて検討

を進める予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による財政状況悪化のため、

第２章 現状と課題 
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計画自体が先送りとなりました。 

後期年次計画では掲げていない新たなスポーツ施設の整備となる第一生命グラウンド野球

場について、区民が利用できる施設の活用に向け、第一生命保険株式会社（以下「第一生命」

という。）および日本女子体育大学と三者で協議の上、覚書を締結しました。 

既存のスポーツ施設においては、利用者への影響を最小限に抑え、安心安全で誰もが使い

やすいよう施設改修を行いました。令和元年１０月の台風第１９号の影響により過去最大級

の被害を受けた二子玉川緑地運動場は、一時利用中止となりましたが、令和２年度から令和

３年度にかけて復旧工事を行い、令和３年６月に竣工し、施設利用を順次再開させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点的な取組み４】障害者スポーツ活動の推進 
後期年次計画から「障害者スポーツ活動の推進」を重点的な取組みに加え、スポーツ・レ

クリエーションを通じて障害のある人もない人が交流し、お互いの理解を深めるため、ボッ

チャ世田谷カップ及び障害者スポーツ体験会等を開催し、障害者スポーツをする機会の拡充

に取り組みました。さらに、障害者スポーツに触れる機会を充実させるため、障害者スポー

ツ物品の貸出を開始し、区内小中学校及び福祉作業所へのボッチャ配付を行いました。 

また、障害者スポーツの認知度、区民のさらなる障害者スポーツの認知度・理解度向上の

ため、障害者スポーツを紹介する冊子を作成しました。 

 

スポーツ推進基金の活用によるスポーツの推進 

平成２９年（２０１７年）３月に、東京 2020大会を契機に、パラスポーツの推進をはじめ、

アメリカ合衆国選手団のキャンプ地となる大蔵運動場陸上競技場スタンドの改築など、スポ

ーツ環境の整備に伴うハード及びソフト面における当面の財政需要に対応するため、「世田谷

区スポーツ推進基金」を創設しました。 

さらに、大蔵運動場陸上競技場スタンド改築費用の一部に充てるため、同年１２月から平

成３０年（２０１８年）３月にかけて、寄附の使途・用途を明確化して、区民の参加を促す

クラウドファンディングの手法を活用した寄附を募集し、４６７件・22,657,356円の寄附を

頂きました。 

Before 
二子玉川緑地運動場 災害復旧工事 

After 
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また、世田谷２４６ハーフマラソン出走権を体験型の返礼品として寄附を募り、令和元年

度には、１２９件・6,850,000 円の寄附を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会状況の変化 

（１）新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症の影響はこれまでの生活様式やスポーツ習慣を一変させ、感染

拡大防止のため、マスクの着用、社会的距離（ソーシャル・ディスタンス）の確保、換気、

消毒など様々な対策が求められました。スポーツやパラスポーツにおいても同様で、各種大

会・スポーツイベントの中止や延期、参加人数の縮小、体育館などスポーツ施設の利用中止

や営業時間の短縮など余儀なくされました。こうした状況は、区民の外出自粛や運動不足へ

と繋がり、ストレスによる健康二次被害も心配されています。 

そうした中、区では区民のスポーツの機会を確保するため、施設利用者やイベント参加者

への事前の健康確認、消毒などの感染拡大防止対策を講じ、また感染状況を注視しながら、

スポーツ施設の利用や各種事業の再開を順次行いました。 

また、パラスポーツについても同様に、パラスポーツ推進を目的とした交流事業、人材育

成の講習会等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年度か

ら参加者への事前の健康確認や会場内の消毒、見学・応援を目的とした観客の入場制限など、

感染症対策を講じたうえで実施しております。 

今後も、障害のある人もない人も安心してスポーツ・レクリエーションに参加できる環境

を整備していくとともに、オンライン機能を活用した事業の実施など、コロナ禍で実施可能

な方法を検討していきます。また、新型コロナウイルス感染症の影響について引き続き情報

収集を行い、新型コロナウイルス感染症に対応した取組みについて検討してまいります。 

 

大蔵運動場陸上競技場スタンド 大蔵運動場陸上競技場スタンド 

オープニングイベント 
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新型コロナウイルス感染症前後の施設利用状況（参考） 

大蔵運動場・大蔵第二運動場 

施設名 
人数 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

大

蔵

運

動

場 

体

育

館 

アリーナ 50,839 88,279 40,408 

第１武道場（畳） 11,660 10,391 7,354 

第２武道場（床） 17,529 17,406 11,555 

弓道場（５的） 18,687 18,584 10,567 

エアーライフル場（６射座） 3,203 2,246 847 

洋弓場（８的） 0 1,957 3,785 

体育室 23,828 24,730 15,110 

トレーニングルーム 23,884 21,668 10,071 

会議室兼軽運動室 17,410 17,099 9,791 

温水プール 355,848 320,890 237,013 

テニスコート 115,549 113,431 104,048 

野球場 35,183 32,325 33,555 

陸上競技場 68,252 28,076 59,531 

大

蔵

第

二

運

動

場 

体育館 59,088 49,455 34,123 

テニスコート 101,412 94,197 44,683 

宿泊室 1,817 1,130 434 

集会室  810  788 281 

トレーニングルーム 80,700 70,416 39,434 

ゴルフ練習場 217,223 193,763 193,649 

屋外プール 40,233 36,126 17,600 

合計 1,243,155 1,142,957 873,839 
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新型コロナウイルス感染症による施設休止期間（参考） 

 

令和元年度 

施設名 休止期間 

総合運動場体育館 

2/29～ 個人利用 

3/4～  屋内施設利用 

3/28～ 屋外施設利用、施設完全休止 

総合運動場温水プール 
2/29～ 個人利用 

3/4～  団体利用、施設完全休止 

大蔵第二運動場 

3/4～  体育館利用中止 

3/13～ ゴルフ、トレーニングルーム 

3/28～ テニス、施設完全休止 

 

 

令和２年度 

施設名 休止期間 

総合運動場体育館 

4/1～5/31 全館休館 

6/1～6/7  体育館休場 

6/1～6/14 屋内施設（体育館以外）休場 

1/9～3/31 全館開館時間の短縮（20時まで） 

総合運動場温水プール 
4/1～6/14 全館休館 

1/9～3/31 全館開館時間の短縮（20時まで） 

大蔵第二運動場 

4/1～5/31 全館休館 

6/1～6/7  体育館休場 

6/1～6/14 トレーニングルーム休場 

6/15～3/21 トレーニングルームサウナ・浴室のみ休場 

6/1～6/7  早朝ゴルフのみ休場 

6/8～9/18 早朝ゴルフの土日祝日のみ休場 

1/9～3/31 全館開館時間の短縮（20時まで） 
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（２）ＩＣＴ技術の進展とＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)について 

近年、次世代通信技術５Ｇや仮想現実（ＶＲ）など、デジタル技術の革新が急速に進みま

したが、新型コロナウイルス感染症対応等において行政のデジタル化の遅れが顕在化しまし

た。そのため、制度や組織のあり方などをデジタル化に合わせて変革していく、ＤＸ（デジ

タルトランスフォーメーション）の動きが加速化しています。 

国は令和２年１２月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を策定し、目指す

べきデジタル社会へのビジョンを示すとともに、「デジタル・ガバメント実行計画」の改訂

や「自治体デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を策定しました。 

 世田谷区においても、「ＤＸ推進方針」にてデジタル技術を活用し再構築することを定めま

した。この再構築を「Re・Design」と称し、「行政サービス」「参加と協働」「区役所」３つの

観点から業務改善の取組みを進めています。 

 

（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進について 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成２７年（２０１５年）９月の国際サミットで

採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された平成２６年（２

０１６年）から令和１２年（２０３０年）までの持続可能でより良い世界をめざす国際目標

です。１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さな

い（leave no one behind）ことを誓っており、世界で取組みが進められています。 

 スポーツ庁では、スポーツの持つ、人々を集める力や人々を巻き込む力を使って、ＳＤＧ

ｓの認知度向上、ひいては社会におけるスポーツの価値のさらなる向上の取組みとして「ス

ポーツＳＤＧｓ」として、このＳＤＧｓの達成にスポーツで貢献していくと取り組んでいま

す。世田谷区においても「スポーツＳＤＧｓ」の趣旨に賛同し、パラスポーツの推進をはじ

め、あらゆる面で目標達成に努めていきます。 
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３ 調整計画の取組みの課題と方向性 

（１）東京２０２０大会後のレガシー 

東京 2020大会は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響で１年間延期となりま

したが、区内にあるＪＲＡ馬事公苑で、オリンピック・パラリンピックの馬術競技が開催さ

れました。区内で実施された東京 2020大会の競技として、会場となったＪＲＡ馬事公苑を拠

点に、そのレガシーとなる取組みを、大会後施設整備工事により休苑となるＪＲＡ馬事公苑

が開苑される令和５年（２０２３年）秋頃に向け、ＪＲＡと協議を進めていきます。 

平成２７年に世田谷区がアメリカ合衆国選手団のキャンプ地として決定し、ホストタウン

として登録されたことを契機に、様々な機会を通じて、アメリカ合衆国のスポーツ選手等と

区民、特に子どもたちとの交流事業を実施してきました。新型コロナウイルス感染症の影響

で令和２年度より東京 2020 大会までの間、対面での交流は行えませんでしたが、レター交流

や、ビデオメッセージ、アメリカ選手が説明する動画を活用したスポーツクリニックなど手

法を変えて交流事業を行ってきました。東京 2020 大会開催時には区立大蔵運動場と大蔵第二

運動場にてアメリカ合衆国選手団のキャンプを実施し、感染症(防止)対策の徹底を図りなが

らアメリカ合衆国選手団が大会で最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートしました。

東京 2020大会後もＵＳＯＰＣとパートナーシップを継続し、新型コロナウイルス感染症の影

響が落ち着いた時期に選手が来日し区民との交流事業を行っていく予定です。 

また、東京 2020大会では、世田谷区出身、区内大学等の学校に在学、出身、活動拠点とし

ている「世田谷区ゆかり」の選手が多く出場し、活躍されました。大会後、「世田谷区ゆかり」

の選手の所属大学や団体と連携し、区民との交流事業を通し、スポーツへの興味・関心を高

めていきます。 

 調整計画では、これまでの取組みをレガシーとして活かし、引き続き区民をはじめ様々な

方からのご意見をいただきながら区民のスポーツ実施率向上等に向けた取組みを進めていき

ます。 

 また、東京 2020パラリンピックを契機として、パラスポーツに対する意識や関心が高まり

を見せている中、平成２９年（２０１７年）１２月にアメリカ合衆国の共生社会ホストタウ

ンとして、令和元年（２０１９年）１０月に先導的共生社会ホストタウンとして内閣官房か

ら登録を受けました。スポーツを通じて区民が共生社会について考える機会を創出するため、

パラスポーツの一層の推進を図り、障害のある方がいつでも気軽に身近な地域でスポーツに

親しめるよう、更なる環境の整備に取り組むとともに、スポーツを通じて障害のある人とな

い人が交流を深めることによって互いを理解し、障害を理解できるよう取り組んでいきます。 

 

（２）調整計画での課題、第２期スポーツ推進計画に向けて 

① 成人のスポーツ実施率向上のための取組み 

「世田谷区スポーツ推進計画」では、平成２６年度（２０１４年）から令和５年度（２０

２３年）の１０年間の間に、「成人の週１回以上のスポーツ実施率６５％以上」を達成すべき

目標として掲げています。計画策定時の平成２５年（２０１３年）に実施した区民意識調査
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によると、世田谷区における成人の週１回以上のスポーツ実施率は４９．７％となっており、

平成２９年（２０１７年）に実施した同調査では４７．３％、令和２年（２０２０年）では

５１．６％、また令和３年（２０２１年）では４５．５％と増減はあるものの、概ね５０％

前後を推移しており、１０年間の目標である６５％には未だ大きな開きがある状況です。 

また、スポーツ庁の『令和２年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について』

によると、成人の週１日以上のスポーツ実施率は５９．９％と、前年度５３．６％より６．

３％増加しており、国全体では増えている中、世田谷区は減少している現状にあります。 

年代別に見ると、２０歳代から３０歳代、８０歳代以上が全体よりも実施率が低くなって

おり、スポーツや運動を行わなかった人の割合も平成２５年（２０１３年）の１５．２％か

ら、平成２９年（２０１７年）には１４．９％、令和元年度（２０１９年）には２１．５％、

令和２年度（２０２０年）には２７．３％と上昇しています。調査結果では、スポーツをし

ない理由として、「仕事・家事が忙しいから」、「面倒だから」などが上位の回答となっていま

す。 

成人のスポーツ実施率を上げていくためには、現在スポーツや運動を行っていない人に広

報やＰＲ活動等を通じて興味・関心を持ってもらい、それぞれのライフスタイルや年代、体

力に応じて、気軽にスポーツができる機会の創出が必要です。 

 令和２年（２０２０年）１月以降には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、私

たちの生活様式は大きく変わり、スポーツ施設の利用制限やスポーツイベントの影響中止や

規模縮小をせざるを得ない状況が続きました。このような状況の中でスポーツ実施率を向上

するためには新たな取組みが必要となっています。 

 

 

  

 

 

② ９０万区民を支えるスポーツの場の整備 

令和２年（２０２０年）に実施された国勢調査によると世田谷区の人口は９２万人を超え、

区立スポーツ施設１施設あたりの人口が他区と比較しても多く、スポーツの場、特にグラウ

ンド、体育施設が不足しています。また、健康づくりのために気軽にスポーツに親しみたい

人や、競技力向上のために本格的にスポーツに取り組みたい人など、スポーツに関する区民

ニーズはますます多様化しており、幼児から高齢者、障害のある方など、だれもが安全・安

心・快適に利用できるスポーツ施設の環境整備が求められています。  

しかしながら、新規スポーツ施設の開設や既存施設の拡充にあたっては、土地所有者側と

49.7% 50.9% 47.3%

42.0%
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45.5%
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平成２５年度 平成２７年度 平成２９年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和５年度

週１回以上のスポーツ実施率の推移
目標 65％ 

※直近３ヵ年度 
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の調整及び近隣住民の理解や、法令等の制限による施設用地の確保などが大きな課題として

挙げられるほか、スポーツ施設の新規整備や既存施設の老朽化に伴う改修改築、維持管理な

どには多額の費用を要します。 

このように様々な施設整備に関する課題に対応していくため、区では平成２８年（２０１

６年）３月に「世田谷区スポーツ施設整備方針」を策定しました。方針では「スポーツの場

の不足」、「既存施設の機能不足」、「管理運営面の整備不足」という３つの課題に対し、それ

ぞれ「適正なスポーツ施設の配置」、「スポーツ施設の機能充実」、「合理的で質の高い管理運

営」という取組みの方向性を掲げ、令和５年（２０２３年）までの目標を示しています。 

また、官民連携手法による整備や、民間事業者や大学等との連携、ＩＣＴを活用した自宅

など身近な場でも運動可能な機会を増やしていくことが有効です。 

 

③ パラスポーツの推進 

 平成２３年（２０１１年）６月に制定されたスポーツ基本法において「スポーツを通じて

幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利である」とされ、「障害者が自主的かつ積極的にス

ポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されな

ければならない」、「スポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態

等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものと

する」と明記されています。 

この趣旨を踏まえ、世田谷区スポーツ推進計画の後期年次計画においても、ボッチャ世田

谷カップの開催やボッチャセットの配付などの障害のある区民がスポーツに参加する機会の

拡充や、大蔵運動場陸上競技場スタンドや希望丘地域体育館への誰でもトイレの設置など障

害のある方にとって安全で使いやすい施設整備についての取組み内容を示し、実行してきま

した。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が平成２８年（２０１

６年）７月に策定した「アクション＆レガシープラン２０１６」では、パラリンピック選手

には世界をインスパイア（人の心を揺さぶり、駆りたてる）し感動させる力があり、その力

で新たな社会参画や世界の変革を生み出し、ひいては「レガシー」を創出する原動力になる

として、パラリンピックを重視する視点を掲げています。 

東京 2020パラリンピック競技大会では、日本選手団のメダル獲得数が金メダル１３個、銀

メダル１５個、銅メダル２３個、合計５１個となり、史上２番目のメダル数を記録するなど、

目覚ましい活躍を見せるとともに、これまで以上に多くの人々にとって、パラアスリートの

素晴らしいパフォーマンスに感動し、パラスポーツの魅力を知る機会となりました。 

このような状況から、パラリンピック競技をはじめとするパラスポーツに対する社会の意

識・関心がますます高まっており、区としても障害のある方がいつでも気軽に身近な地域で

スポーツに親しめるよう、更なる環境の整備が求められています。また、単にスポーツをす

るだけでなく、スポーツを通じて障害のある人とない人が交流を深めることによって互いを

理解し、障害を理解できる取組みをより一層展開していく必要があります。 
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～東京 2020 大会に関する情報～ 

 

１．アメリカ合衆国選手団 キャンプ実施状況 

 

（１）オリンピックチーム 

会  場： 大蔵運動公園の一部、大蔵運動場、大蔵第二運動場 

日  程： 令和３年７月４日～８月１６日 

利用種目： ソフトボール、フェンシング、競泳、トライアスロン、マラソンスイミング、 

アーティスティックスイミング、水球、トランポリン、体操競技、新体操、 

バレーボール、ビーチバレーボール、サッカー、ラグビー、空手、 

テコンドー、柔道、陸上競技、近代五種、アーチェリー 

選手利用： 延べ３，４１７人 

 

（２）パラリンピックチーム 

会  場： 大蔵運動場陸上競技場 

日  程： 令和３年８月１７日～８月２８日 

利用種目： 陸上競技 

選手利用： 延べ２０３人 
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第３章 調整計画の概要 

１ 調整計画における視点 

（１）東京 2020 大会のレガシーを活かし、スポーツの推進を図ります。 

（２）障害者がスポーツに親しむ機会の更なる充実を図り、スポーツ活動を通じた障害のあ

る人とない人の交流を促進します。 

（３）身近な場所でいつでもスポーツができる環境をつくるとともに、地域のスポーツ団体

と協力し、スポーツによる地域の活性化を行います。 

（４）ＩＣＴの活用および、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）やＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）も踏まえたスポーツの推進に取り組みます。 

 

２ 調整計画期間に達成すべき目標 

世田谷区スポーツ推進計画１０年間の取組みの成果をあらわす指標として、推進計画終了

時点である２年後に、「成人の週１回以上のスポーツ実施率６５％以上」（世田谷区民意識調

査２０２１の結果は４５．５％）を目標として設定します。 

 

 

 

 

 

 

※目標数値については、「世田谷区スポーツ推進計画」１０年間の取組みを表す成果として、計画策定

当初から設定している数値を記載しているが、社会情勢など外的要因による影響も踏まえながら、

最終的に成果の到達状況について評価する。 

 

 

  

第３章 調整計画の概要 

○スポーツ推進計画終了時（令和５年度（２０２１年度）末）に達成すべき目標 

「成人の週１回以上のスポーツ実施率６５％以上」 
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【主な取組み】 

○東京 2020 大会の気運醸成事業の実施 

○アメリカ合衆国選手団と区民の交流 

○馬術競技および馬術振興拠点としての PR 

○パラリンピック競技の普及啓発事業の実施 

○パラリンピック競技をはじめとするパラスポーツ体験

会の実施 

○オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組み 

○ホストタウンとしてのスポーツ交流事業・文化交流事

業の実施 

○スポーツ施設のバリアフリー化、機能充実 

○共生社会ホストタウンとしてのパラスポーツの推進を

通じた共生社会実現に向けた取組み 

○外出を控えたための運動不足やストレスによる健康二

次被害 

○社会的距離（ソーシャルディスタンス）確保による、

施設利用人数やイベント参加定員の削減 

○感染拡大防止のための、スポーツ施設での各種対策

（換気・消毒など） 

○最新のＩＣＴ技術の活用 

○ＤＸ（デジタル・トランスフォーメンション） 

○ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

３ 調整計画を推進する全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京 2020 大会が、区民一人ひとりの 

レガシーとなるスポーツ施策の推進 

 

取
組
み
の
効
果
を 

最
大
限
に
活
用 

 

新型コロナウイルス感染症の影響 

新たな社会情勢 

 

最
新
の
社
会
情
勢 

を
反
映 
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○東京 2020大会をきっかけに、４年後に引き継ぐレガシー 
・区民一人ひとりにとって、スポーツがより身近なものになっています。 

・区民のだれもがスポーツに親しめる環境が充実しています。 

・スポーツを通じて、だれもがお互いを理解しあえる共生社会の実現をめざします。 

・馬術競技の開催やアメリカ合衆国選手団のキャンプ実施が、かけがけのない記憶として引き継がれています。 

【重点的な取組み２】 

地域スポーツの振興 

身近な場所でいつでもスポー

ツができる環境をつくるととも

に、スポーツによる地域の活

性化を行っていきます 

【重点的な取組み３】 

スポーツの場の整備 

競技スポーツから健康づくりの

ための運動まで、多様化して

いるスポーツニーズに対応する

ため、スポーツをする場の整

備や確保を行っていきます。 

（１）総合型地域スポーツ・文化クラブ新規設立支援 

（２）活動中の総合型地域スポーツ・文化クラブへの協力・連携 

（１）上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備 

（２）大蔵運動場・大蔵第二運動場の整備   

（３）第一生命グラウンド野球場など地域・地区スポーツ施設の整備 

（１）ＵＤや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機能の整備 

（２）環境に配慮した施設への改善 

（１）質が高く管理しやすいスポーツ施設整備 

（２）スポーツ施設ごとの管理運営面の最適化 

（１）地域スポーツを支える人材の育成・活用 

（２）地域スポーツ団体と連携し、地域コミュニティ活動への派遣・協力 

【重点的な取組み１】 

生涯スポーツの振興 

いつでも、だれでもスポーツに

親しみ、いつまでも健康に過

ごしていける社会をつくってい

きます。 

（１）目標となる各種大会(世田谷 246 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ､子ども駅伝､区民体育大会等)の実施  

（２）ジュニア育成事業の推進 

（１）東京 2020 大会後のアメリカ選手との交流 

（２）ＩＣＴを活用した、身近な場所で気軽にスポーツができる環境の整備 

 

【重点的な取組み４】 

パラスポーツの推進 

東京 2020 パラリンピックを、

パラスポーツを大きく推進させ

る最大の好機と捉え、取組み

を進めます。 

 

（１）障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実  

（２）スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害のある人とない人（共生社会）の交流促進 

（３）パラリンピックの気運醸成を活かしたパラスポーツの更なる推進 

１ スポーツに親しむきっかけづくり 

３ スポーツを継続していく目標となる環境づくり 

１ 総合型地域スポーツ・文化クラブの支援 

２ スポーツによる地域の活性化 

１ 適正なスポーツ施設の配置 

２ スポーツ施設の機能充実 

３ 合理的で質の高い管理運営 

パラスポーツの推進 

（１）中高年や高齢者を対象とした運動習慣につながる事業の実施 

（２）幅広いスポーツに関する魅力の発信 

２ 生涯に渡ってスポーツを楽しめる環境づくり 

○スポーツ推進計画終了時（令和５年度（２０２３年度）末）に達成すべき目標 

「成人の週１回以上のスポーツ実施率６５％以上」 
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第４章 スポーツ推進施策 

課題を踏まえて調整計画で取り組む代表的な施策 

 

第４章 スポーツ推進施策 

アメリカ選手と区民の交流機会の創出  

【視点１】 

中高年や高齢者世代を対象とした

運動習慣につながる事業の実施 

【視点３・４】 

【重点取組み１】 

生涯スポーツの振興 

【重点取組み３】 

スポーツの場の整備 

ＵＤや多様性に配慮した、誰もが

使いやすい施設機能の整備  

【視点３・４】 

上用賀公園拡張用地におけるスポ

ーツ施設の整備  【視点３】 

ICT を活用した、オンラインによるスポーツ参加

の機会拡大（オンライン２４６ハーフマラソン

など）  【視点３・４】 

ＪＲＡ日本中央競馬会と連携し、馬

事公苑を拠点としたレガシーの創出  

【視点１】 

大蔵運動場・大蔵第二運動場の

整備  【視点３】 

レガシー 

レガシー 

展開 
参加拡大 

再整備 

整備 

使いやすさ 

有効活用 
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【重点取組み４】 

パラスポーツの推進 

競技大会を通じてパラスポーツを支える人

材育成・きっかけづくりを目的とした、競技

大会の実施 【視点１・２】 

障害のある人もない人も共に楽しめるパラスポーツ・

レクリエーション体験の実施  【視点２】 

アメリカ選手等の参加によるパラスポーツの展開 

【視点１・２】 

オンラインや講師派遣を活用した、障害のある人

も身近な場所で気軽に参加できる事業の実施 

【視点２・４】 

大学・民間施設等のスポーツ施設の有効活用に

向けた調整・協力  【視点３】 

ボッチャ世田谷カップ 【視点１・２・３】 

【重点取組み２】 

地域スポーツの振興 

スポーツ推進委員の資質向上のための

研修の実施、各種研修への受講支援 

【視点２・３】 

パラスポーツ・レクリエーションを支える人材の

育成  【視点２・３】 

実施 

実現 

育成・活用 

連携 

協力 

協力 

参
加
・協
力 

利用 

利用 
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【重点的な取組み１】生涯スポーツの振興 

                                

 

                                    

 

 

１ スポーツに親しむきっかけづくり 

（１）東京 2020 大会後のアメリカ選手との交流 

東京 2020大会では、区内にあるＪＲＡ馬事公苑が馬術競技の会場となりました。 

 区では新型コロナウイルス感染症の影響を受け、コミュニティライブサイト等イベント

の中止などがありましたが、開催地としての役割を果たし、馬術競技を区民とともに盛り上

げました。 

また区立大蔵運動場と大蔵第二運動場においてアメリカ合衆国選手団のキャンプを実施し

ました。 

区は、アメリカ合衆国のホストタウンとして内閣官房に登録されており、今後もアメリカ

合衆国のスポーツ・文化・教育など、幅広い分野で交流の機会を創出することで、多文化多

様性の理解を促進する取組みを進めます。 

また、こうした東京 2020 大会を契機とした様々な取組みにより、区民の更なるスポーツへ

の参加推進や興味・関心を向上させ、スポーツ実施へとつなげていきます。 

加えて、区民がスポーツをはじめるきっかけとなるよう、保健福祉領域やまちづくりセン

ター等と協力・連携し、区内のスポーツに関する情報を集約し、積極的に発信していきます。 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○東京 2020大会開催 

○アメリカ合衆国選手団キャンプの円滑な運営 

○東京 2020大会レガシーを創出・活用した、区

民のスポーツ参加意欲の向上 

○アメリカ選手との交流をきっかけとして、区民

のスポーツへの関心が向上している 

主な取組み 

○東京 2020大会の気運醸成事業に基づく更なるスポーツ実施への取組み 

○パラリンピック競技の普及啓発事業の実施 

○馬術競技および馬術振興拠点としての PR 

〇JRA日本中央競馬会と連携し、馬事公苑を拠点としたレガシーの創出 ★ 

○身近な地域でスポーツ活動に参加できる、区内スポーツ情報の集約・発信 

○東京 2020大会終了後の区民スポーツ実施率向上などをはじめとした多くのレガシー創出 

○アメリカ選手と区民の交流の機会の創出 ★ 

○健康の保持増進のため、運動習慣などを生活に加えられるような普及啓発の実施 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、交流推進担当課、健康企画課 

（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

※調整計画で取り組む代表的な施策には、★印を付けています。 

いつでも、だれでもスポーツに親しみ、いつまでも健康に過ごしている社会をつく

り、スポーツに関心の低い区民や、関心はあっても始め方がわからない区民がスポー

ツをはじめるきっかけとなるよう、年代や生活環境に応じた施策及び情報発信を行い

ます。 
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（２）ＩＣＴを活用した、身近な場所で気軽にスポーツができる環境の整備 

令和３年度（２０２１年度）に行った区民意識調査によると、世田谷区における成人の週

１回以上のスポーツ実施率は「４５．５％」となっており、いわゆる働き盛り世代・子育て

世代のスポーツ実施率が他の世代と比較して低く、この状況が計画策定時の平成２５年度（２

０１３年度）から依然として続いています。一方、国の調査結果では、スポーツ実施率が増

加しており、国全体としてはコロナ禍でもスポーツを実施していることがわかりました。ス

ポーツをしない理由としては「仕事や家事が忙しいから」がもっとも多く、他に「面倒くさ

いから」などが挙げられています。 

 スポーツをしない、もしくはやりたくてもできない理由は個人によってそれぞれですが、

日常生活の中に無理なくスポーツが取り入れられていることが、生涯スポーツ社会を実現す

るうえで重要です。 

 仕事で忙しい人でも身近な場所で気軽にウォーキングやランニング等の運動ができるよう

な環境の整備、子育て中の人が親子で参加できる事業や託児サービス付き事業の実施、中高

年世代の人が健康・体力を保持増進するための事業の実施などの他、ＩＣＴの急速な発達に

より可能となったオンラインの活用した教室など、より多くの区民にとってスポーツがさら

に身近なものとなるよう、年代や性別、ライフスタイルに応じたスポーツ施策を展開してい

きます。 

 また近年、ｅスポーツについては、これまでの地域活性化や産業振興といった側面に加え、

高齢者のフレイル予防や世代間交流の促進、また障害のある人もない人も共に楽しみ社会参

加を促進するためのツールとして活用する自治体が増えています。こうした他自治体の動き

や国の動向も踏まえながら最新の情報収集および研究を進め、区における位置付け等につい

て検討してまいります。 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○成人の週１回のスポーツ実施率が横ばいである。 

○コロナ禍における施設閉鎖や自粛ムードにより、

スポーツの機会が減少している 

○成人の週１回のスポーツ実施率が６５％に達

している 

○オンラインを活用し、自宅など身近な場所でも

気軽に運動やスポーツを楽しむ事ができる 

主な取組み 

○地区スポーツ施設や公園等の身近な場所で気軽にスポーツができる環境の整備 

○子育て世代が参加しやすい、子どもと一緒に参加できる事業や託児サービス付き事業の実施 

○成人の体力・基礎運動能力向上事業の実施 

○高齢者の生涯健康推進事業の実施 

○区内団体連携事業（成人事業、高齢者事業）の実施 

○健康の保持増進のため、日常生活でウォーキング等の運動を気軽に取り入れてもらうための提案（ウ

ォーキングアプリの情報収集・導入可能性の検討など） 

○ＩＣＴを活用した、オンラインによるスポーツ参加の機会拡大（オンラインによるスポーツ教室、

オンライン 246ハーフマラソンなど） ★ 
○身近な地域でスポーツ活動に参加できる、区内スポーツ情報の収集・発信 

○ｅスポーツの情報収集および研究、区における位置付け等についての検討 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、健康企画課、公園緑地課 

（公財）世田谷区スポーツ振興財団 
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２ 生涯に渡ってスポーツを楽しめる環境づくり 

（１）中高年や高齢者世代を対象とした運動習慣につながる事業の実施 

 人生をいつまでも健やかに過ごすためには、ライフワークバランスや正しい食生活ととも

に適度な運動も重要です。特に高齢者の運動不足は病気や怪我に繋がりやすく、ちょっとし

た怪我をきっかけに体を動かすことができなくなることで、体力だけでなく社会参加の意欲

までが失われてしまうなど、精神面への影響も懸念されます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、長期に渡り不要不急の外出の自粛が求められるな

ど、この２年間でこれまでの生活様式が大きく様変わりしました。買い物やジョギング、友

人とのスポーツ活動などの運動習慣が大きく制限されてしまう状況は、高齢者のフレイル予

防の観点から好ましくなく、このような状況下でも健康を損ねることのないよう高齢者向け

の運動機会の確保が求められます。 

 現在、区や（公財）世田谷区スポーツ振興財団、（公財）世田谷区保健センターなどが中高

年や高齢者世代を対象とした各種健康事業、家庭内でできるエクササイズ動画の掲載、各種

フレイル予防・介護予防講座、各地域でのラジオ体操の実施など様々な事業を行っています。

今後は各事業実施所管の間で連携を図り、より横断的に健康増進事業に取り組むことで、中

高年や高齢者世代の運動習慣の向上やフレイル予防に一層の効果を発揮し、中高年・高齢者

の健康増進や健康寿命の延伸を目指します。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇各所管が様々な中高年や高齢者向け事業を実施

しているものの、情報発信が横断的に行われお

らず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も

あり運動量の低下が懸念されている。 

〇中高年や高齢者が自分の健康状態に合った運動

方法について容易に情報を取得し、場所や時間

の影響を受けずに運動できる様々なメニューが

提供されている。 

主な取組み 

〇中高年や高齢者世代を対象とした運動習慣につながる事業の実施 ★ 

〇オンラインや講師派遣を活用した、高齢者でも身近な場所で気軽に参加できる事業の実施 

○インターネット動画を中心とした、高齢者向け自宅でできる軽運動メニューの充実 

○所管を横断した高齢者の健康増進事業の実施 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、高齢福祉課、市民活動・生涯現役推進課 

介護予防・地域支援課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団、（公財）世田谷区保健センター 

 

（２）幅広いスポーツに関する魅力の発信 

 東京 2020大会では、新たにサーフィンやスポーツクライミング、スケートボードなどの競

技が加わりました。現代はインターネットやスマートフォンの普及により新しい情報を手に

しやすく、街には様々な用具を揃えた専門ショップもあり、昔に比べ人生のどのタイミング

でもスポーツにチャレンジしやすい時代と言えます。また、近年のキャンプブームや登山ブ

ームをきっかけに、トレッキングやキャニオニングなど、自然の中で体を動かすアクティビ

ティスポーツにも注目が集まっています。 
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 区内には野球場、体育館、テニスコートなど、各競技を行うために必要となる施設が多数

ありますが、近年広がるスポーツの種類全てに対応することはできません。これからは、新

たな施設の整備と並行して、広く様々なスポーツの魅力を紹介するなど、スポーツ施設の利

用を前提としないスポーツについても、発信と支援を行っていくことが求められます。 

 （公財）世田谷区スポーツ振興財団と協同した、様々なスポーツを体験できるスポーツフ

ェスティバルの実施や、アクティビティスポーツ団体、マリンスポーツ団体などとも連携し

たスポーツの紹介、競技人口の少ないスポーツの普及などに取り組んでいきます。また、自

ら行うだけでなく、観戦する、応援するといったスポーツの楽しみ方の紹介など、生活の中

にスポーツがいつでもどこでもある明るく楽しい社会を目指した活動に取り組んでいきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇施設が整っている競技について、適正な施設運

営や各種事業が行われ多くの利用がされている

が、新たなスポーツ競技や施設を必要としない

スポーツへの取組みがなされていない。 

〇競技スポーツに限らず幅広いスポーツの魅力を

発信することで、多くの区民が新しいスポーツ

にチャレンジするなど、誰もが生涯を通してス

ポーツを楽しむ状況にある。 

主な取組み 

○子どもから高齢者まで楽しめる、幅広いスポーツに関する魅力の紹介、広報実施 

○民間企業とも連携した、区民が新たなスポーツにチャレンジするきっかけづくり 

○様々なスポーツの魅力に気付ける、スポーツフェスティバルの実施 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団、民間企業 

 

 

３ スポーツを継続していく目標となる環境づくり 

（１）目標となる各種大会（世田谷 246 ハーフマラソン、子ども駅伝、区民体

育大会等）の実施 

東京 2020大会の気運の高まりを受けて、大会終了後も、スポーツに対する興味・関心を持

つ区民が増えることが予想されます。区民が継続してスポーツに取り組み、更なる技術の向

上を図っていくためには、目標となる日々の練習の成果を発揮する場が必要です。 

区では、これまでスポーツ振興財団と連携し、各種競技大会を実施してきました。その中

でも、区の代表的な競技大会である「世田谷２４６ハーフマラソン」は定員の約４倍の参加

希望があるなど、競技大会に対するニーズは高く、より多くの区民参加につながるよう、定

員の拡充に取り組む必要があります。 

このため、平成３０年度(２０１８年度)の第１３回大会より、定員を１，６００名から１，

８００名に拡充するとともに、増員となった２００名分の出走権は、スポーツ推進基金への

５万円以上の寄附者へ付与する「ふるさと納税枠」として募集し、税外収入の確保に取り組

んでおります。 

また、スポーツとⅮＸ(デジタルトランスフォーメーション)の融合の取組みとして、１つ
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の会場に集まらず、各々の場所で走行し、既存の専用のアプリケーションのＧＰＳ機能によ

り計測した距離・タイムを主催者に報告する「オンラインハーフマラソン」を合わせて開催

し、コロナ禍での新たな生活様式に沿った形で区民が安心してスポーツに参加できる機会と、

従来の大会において抽選で落選したランナーにオンラインという形で大会に参加する機会を

確保してまいります。 

さらに、(公財)スポーツ振興財団とともに、ランニングとごみ拾いを融合させた「プロギ

ング」など、スポーツを通じた社会貢献活動についても、ＳＤＧｓの観点から取り組んでま

いります。 

その他の各種競技大会においても、区内外のトップアスリートの協力を得るなど、魅力的

な競技環境となるよう、内容の充実を図りながら、継続して開催していきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇区民の目標となる各種競技大会の定員拡充を図

るなど、大会内容を充実して実施している 

〇従来の競技大会に加え、オンライン機能を活用

した大会開催を行い、更なる定員の拡充・大会内

容の充実を行っている 

主な取組み 

○世田谷２４６ハーフマラソンの実施 

〇オンラインハーフマラソンの実施 

〇世田谷２４６フェスティバルの実施 

〇プロギングの実施 

○世田谷子ども駅伝の実施 

○区民体育大会の実施 

○各種共催大会の実施 

○世田谷陸上競技会の実施 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、教育指導課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 
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（２）ジュニア育成事業の推進 

東京 2020大会終了後、オリンピック・パラリンピックを目標として、競技力の向上を目指

す子どもたちが増えてくることが予想されます。 

競技力を向上していくためには、子どもの頃から継続してスポーツに取り組むことにより、

競技力の底上げを図ることが重要です。 

区では、こうした子どもたちの目標達成を支援するため、スポーツ振興財団と連携して、

主に小・中学生を対象としたスポーツ教室や練習会等を実施してきました。トップアスリー

トからの指導を楽しみながら受けることで、子どもたちの技術の向上や精神面での成長を促

す取組みも進めてきました。 

今後は、アメリカ選手との交流の機会を設けるなど、世界のトップアスリートと間近に接

することにより、子どもたちにとっても大きな刺激となり、競技力向上への意欲がより増し

ていくものと思われます。 

一方、成績を重視する結果、行き過ぎた指導へと繋がり、違法行為や一般社会のコンプラ

イアンス違反となるような事案が発生する恐れがあります。より健全なスポーツの普及・推

進のため、ジュニア時代から適切な指導・教育が行われるよう周知等に取り組んでまいりま

す。 

世田谷から世界で活躍するアスリートが輩出され、そのことが区民の希望や目標、またス

ポーツに触れるきっかけとなるよう、今後もスポーツ振興財団と連携して競技種目の拡大や

内容の充実を図り、ジュニア選手の育成を継続して実施していきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○各種ジュニア育成事業を実施している ○競技種目の拡大、内容の充実を図り、各種ジュニ

ア育成事業を継続実施している 

主な取組み 

○ジュニア育成のためのスポーツ教室、練習会の実施 

○多摩川流域少年サッカー大会の実施 

○スポーツコンプライアンスについて、各競技団体・指導者への周知・研修等の実施 

○アメリカ選手など世界のトップアスリートとの交流 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60



- 27 - 

 

【重点的な取組み２】 地域スポーツの振興 

 

  

 

 

 

                                   

１ 総合型地域スポーツ・文化クラブの支援 

（１）総合型地域スポーツ・文化クラブ新規設立支援 

総合型地域スポーツ・文化クラブは、身近な場所で、いつでも、だれでも気軽にスポーツ

ができる場となっており、地域スポーツや文化活動の中心となる存在です。また、世田谷の

総合型地域スポーツ・文化クラブは、学校施設を主な拠点として、地域住民が主体となって

運営しており、地域コミュニティの形成・活性化につながる存在でもあります。 

区ではこれまで、新たな総合型地域スポーツ・文化クラブの設立支援を、区のスポーツ振

興施策の最重要項目として取り組んできました。その結果、令和３年度（２０２１年度）現

在、区内に８つの総合型地域スポーツ・文化クラブが設立され、多種目・多世代参加型スポ

ーツ・文化クラブとして、地域の特性を活かした、子どもから高齢者まで世代を超えた交流

事業を展開し、地域コミュニティの活性化に貢献しています。一方で、いまだ総合型地域ス

ポーツ・文化クラブの認知度は十分とはいえないことから、より多くの地域にクラブが設立

されるためには、更なる周知のための取組みが必要です。 

このため、新たなクラブの設立に向けて、設立していない学校やその地域の方々に対して

は、総合型地域スポーツ・文化クラブの設立目的や趣旨、活動内容などを理解してもらえる

よう、周知の強化を図っていきます。また、設立の気運が醸成しつつある地域については、

学校やスポーツ推進委員などとも連携し、設立に向けた支援を行っていきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○総合型地域スポーツ・文化クラブ 8か所 ○新たな総合型地域スポーツ・文化クラブの設立、 

もしくは設立に向けた準備団体の立上げ 

主な取組み 

○学校や地域への総合型地域スポーツ・文化クラブの目的や趣旨の周知パンフレットの作成及び配布 

○設立していない学校や地域への総合型地域スポーツ・文化クラブの目的や趣旨の説明及びヒアリング

の実施 

○設立に向けた既存団体との調整及び活動の拠点となる学校施設使用に関する学校関係者やスポーツ

振興財団、スポーツ推進委員との設立に向けた連携・調整・協議 

○新たなクラブの設立準備を行っている組織に対する設立に向けた支援 

関係所管 生涯学習・地域学校連携課、スポーツ推進課、スポーツ施設課 

（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

身近な場所でいつでもスポーツができる環境をつくるとともに、地域スポーツや地

域コミュニティの支援・育成に取り組み、地域スポーツ団体等と連携し、スポーツに

よる地域の活性化を行っていきます。 
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世田谷区の総合型地域スポーツ・文化クラブ一覧（2021 年９月現在） 

クラブ名 所在地 

東深沢スポーツ・文化クラブ 深沢４－１８－２８（東深沢中学校内） 

ようがコミュニティークラブ 上用賀５－１５－１（用賀中学校内） 

烏山スポーツクラブユニオン 南烏山４－２６－１（烏山中学校内） 

しろやま倶楽部 梅丘２－１－１１（城山小学校内） 

こまざわスポーツ・文化クラブ 駒沢２－１０－６（駒沢小学校内） 

翠と溪のスポーツ・文化クラブ 尾山台３－１１－１（尾山台小学校内） 

若林クラブ 若林５－３８－１（若林小学校内） 

一般社団法人ニチジョクラブ 北烏山８－１９－１（日本女子体育大学内） 

 

（２）活動中の総合型地域スポーツ・文化クラブへの協力・連携 

現在活動している総合型地域スポーツ・文化クラブは、それぞれの地域において、特色あ

る活動を行い、参加者数を増やし、地域の活性化に貢献しています。 

学校や地域へのホームページ等の活用によるクラブの周知など、広く区民に浸透させるた

めの広報の充実を図ります。  

また現在、総合型地域スポーツ・文化クラブは、学校施設を主な拠点として活動していま

すが、その学校と連携した子どものスポーツに対する活動などは、まだ少ない状況です。今

後、総合型地域スポーツ・文化クラブと学校、またＰＴＡなどの学校の関係団体などとの連

携強化を図り、クラブが学校の教育活動や部活動等に関わることができるような環境整備や

地域スポーツの発展、子どもの体力向上に向けた取組みについても検討を進めていきます。 

さらに、総合型地域スポーツ・文化クラブが、障害のある人でも身近な場所で気軽に参加

できる場となるよう、講師派遣や人材育成など、クラブ内でのパラスポーツ・レクリエーシ

ョン活動促進のための支援を行います。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○各クラブへの物品助成および運営支援 

○区広報等による活動の周知 

○各クラブの認知度が高く、学校と連携した事業

に取組み、地域の活性化の拠点となっている 

主な取組み 

○学校や地域への既存の総合型地域スポーツ・文化クラブの活動内容の周知 

○各総合型地域スポーツ・文化クラブへの物品助成 

○学校や地域との教育活動や部活動などでの連携 

○総合型地域スポーツ・文化クラブ連絡会の充実 

○各クラブへのパラスポーツ・レクリエーション活動促進のための支援 

関係所管 生涯学習・地域学校連携課、スポーツ推進課、スポーツ施設課 

（公財）世田谷区スポーツ振興財団 
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２ スポーツによる地域の活性化 

（１）地域スポーツを支える人材の育成・活用 

身近な場所でいつでもスポーツができる環境をつくるためには、スポーツ施策を地域で展

開していく人やスポーツ指導者など、スポーツを「支える」人材が必要です。 

 世田谷では、これまでもスポーツ推進委員が、総合型地域スポーツ・文化クラブの創設や

活動の充実のための中心的な役割を果たすなど、地域スポーツ振興の推進役として地域に根

ざした活動を活発に行ってきました。 

また、スポーツ振興財団ではスポーツ指導者に対して指導にあたっての正しい知識・技術や

安全の確保に関する養成を行うとともに、指導者を登録・活用する総合的な仕組みである「世

田谷区スポーツ・レクリエーション指導者制度」（以下「スポ・レクネット」という）を運用

しています。 

（公財）世田谷区保健センターが養成している「せたがや元気体操リーダー」も、区内の

高齢者グループに出向いて運動指導を行うなど、高齢者が身近な地域で無理なく運動を続け

られる環境づくりに貢献しています。 

地域スポーツをより一層活性化し、生涯スポーツ社会を実現していくために、その担い手

であるスポーツ推進委員やスポーツ指導者に対する研修等を実施し、更なる資質の向上に努

めていきます。また、地域スポーツの担い手としての活動内容等を周知することで、スポー

ツ推進委員やスポーツ指導者が活動しやすい環境を整備していきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○スポーツ推進委員が地域スポーツ振興の推進役

として活動するとともに、スポーツ指導者が各

地域で活動している 

○研修等によりスポーツ推進委員やスポーツ指導

者の資質がさらに向上している 

○広報等により活動の場が拡大している 

主な取組み 

○スポーツ推進委員の資質向上のための研修の実施、各種研修への受講支援 ★ 

○「スポ・レクネット」の運用 

○「せたがや元気体操リーダー」養成講座の実施 

○まちづくりセンター等への地域スポーツを支える人材の周知 

○地域活動の情報収集（地域スポーツを支える人材とのマッチング） 

関係所管 健康推進課、（公財）世田谷区保健センター、生涯学習・地域学校連携課 

スポーツ推進課、スポーツ施設課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

 

 

 

 

 

  

63



- 30 - 

 

（２）地域スポーツ団体と連携し、地域コミュニティ活動への派遣・協力 

区内にはスポーツ活動がさかんな大学が多くあり、現在３つの大学と協定を締結して、ス

ポーツに関する地域の課題解決等に取り組んでいます。そのほかにも、区では大学が実施す

るスポーツイベントやスポーツ教室等を、区報に掲載するなどの協力を行い、世田谷２４６

ハーフマラソンでは各大学からの招待選手や応援団、ＡＥＤ隊の派遣協力を受けるなど、互

いに協力して地域スポーツを推進しています。 

 令和２年度には、ラグビーのトップリーグで活躍している「リコーブラックラムズ東京」

を保有している株式会社リコーと協定を結びました。区とリコーブラックラムズ東京で協力

し、ラグビー体験教室の開催や介護予防運動講座等に取り組んでいます。 

 また、第一生命保険株式会社が所有する「第一生命相娯園グラウンド」内の野球場につい

て、学校活動の場ならびに区民利用施設としての活用に向け、第一生命保険株式会社および

日本女子体育大学との三者で協議を行い、令和４年１月より区民利用が開始しました。 

 身近な地域におけるスポーツの場の確保については、民間事業者等の協力のもと、事業者

等が区内に所有するスポーツ施設を、区民利用のため開放しています。また、区内にはスポ

ーツ施設が充実している大学も多いことから、更なる場の確保について、民間事業者や大学

等と協議を進め、実現可能な方法を検討していきます。 

 区民が身近な地域でスポーツに親しめるよう、今後も区内大学や民間事業者等との調整を

進め、連携を強めることで、区、区内大学、民間事業者、地域住民のスポーツを通じた交流

を推進していきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○学校やまちづくりセンターを中心とした地域コ

ミュニティ活動が行われている 

○様々なスポーツ団体や民間事業者が地域コミュ

ニティ活動に参加し、スポーツを通じた地域の

さらなる活性化が図られている 

主な取組み 

○区や大学・民間事業者等が実施するスポーツイベントでの相互協力 

○大学・民間事業者等との連携によるスポーツを通じた地域活性化 

〇大学・民間事業者等のスポーツ施設の有効活用に向けた調整・協力 ★ 

○大学・民間事業者等との連携によるスポーツの場の拡充 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ゲストティーチャー ラグビー体験会 
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【重点的な取組み３】 スポーツの場の整備 

  

  

  

 

 

１ 適正なスポーツ施設の配置 

（１）上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備 

上用賀公園の拡張用地については、「世田谷区基本計画」、「世田谷区都市整備方針」、「世田

谷区みどりとみずの基本計画」、「生きものつながる世田谷プラン」、「世田谷区スポーツ施設

整備方針」等の上位計画や地区計画（上用賀四丁目地区）との整合を図り、平成 29 年 3 月

に公園整備における基本的な考え方を整理した「世田谷区立上用賀公園拡張整備基本構想」

を策定しました。 

また、平成 30 年 1 月には、拡張計画地におけるスポーツ施設の整備に向けた基本的な考

え方をとりまとめた「世田谷区立上用賀公園拡張計画地におけるスポーツ施設の整備につい

て」を決定し、その後、地域住民からの意見や民間事業者との対話等も踏まえ、令和２年３

月に上用賀公園の施設整備と事業手法検討の基本方針を定めた「（仮称）上用賀公園施設整備

事業基本構想」を策定しました。 

この「（仮称）上用賀公園施設整備事業基本構想」を基本とし、上用賀公園拡張用地に、区

民体育大会やパラスポーツ大会などが開催可能な体育館と、多目的に利用可能な屋外広場を

備えた誰もが使いやすいスポーツ施設の整備を進めていきます。 

なお、計画の推進にあたっては、従来の公共施設整備の手法だけではなく、民間の資金や

経営・技術的能力の活用も含めた事業手法導入の検討を行い、基本計画の策定を進めます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇基本構想を策定済みだが、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響による財政状況悪化のため、

計画の推進が止まっている 

〇施設の基本計画を策定し、事業手法を決定して

いる 

〇建設事業者の選定に向けた取組みが進んでいる 

主な取組み 

〇上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備 ★ 

・民間資金・ノウハウ活用の検討、事業手法の決定 

・基本計画の策定 

・近隣への説明、意見交換の実施 

・東京 2020大会を契機とした施設整備・機能の充実 

・施設整備を目的としたクラウドファンディング等の手法による寄附募集の検討 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、みどり政策課、公園緑地課、政策企画課 

 

多様化する区民のスポーツニーズに対応するため、新規整備をはじめ、大学や民間

スポーツ施設等の既存施設の区民開放につながる連携の検討を進め、だれでも使いや

すい施設機能の充実したスポーツの場を確保していきます。 
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（２）大蔵運動場・大蔵第二運動場の整備 

大蔵運動場は区の拠点スポーツ施設として５０年以上にわたり、その役割を担ってきまし

た。大蔵第二運動場は旧「厚生年金スポーツセンター」を区が取得し、平成２２年に開設し

ました。 

大蔵第二運動場の開設当初から、両施設の一部機能の重複など課題がありましたが、効率

的、効果的な施設運営に向け改善を図ってまいりました。 

今後、施設の老朽化への対応を機に、上用賀公園拡張用地に開設予定のスポーツ施設との

機能分担も踏まえて、大蔵運動場、大蔵第二運動場両施設に必要な機能を検討し、重複する

機能の整理、統合及び拡充のため、両施設の合理的な活用に向けた施設整備の検討を行って

いきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇平成２９年度から大蔵第二運動場に指定管理制

度を導入し、運営の一体化を行っている 

○今後、施設老朽化への対応を機に、重複機能の整

理・統合、設備拡充の検討が必要 

〇施設整備方針の政策決定及び基本構想の策定に

向けて、準備が進んでいる 

主な取組み 

〇大蔵運動場・大蔵第二運動場の整備 ★ 

・施設整備の基本的な考え方についての検討・調整 

・上用賀公園拡張用地スポーツ施設のプロセスを参考に、事業手法の検討 

・民間企業へのサウンディング調査の実施 

・公共施設の更新時等を契機とした施設の複合化・複合利用化による整備 

・東京 2020大会を契機とした施設整備・機能の充実 

・施設整備を目的としたクラウドファンディング等の手法による寄附募集の検討 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、みどり政策課、公園緑地課、政策企画課 

 

 

  

 

 

  

総合運動場温水プール（外観） 総合運動場温水プール（内観） 
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（３）第一生命グラウンド野球場など地域・地区スポーツ施設の整備 

スポーツ施設が不足している場所においては、それぞれの地域・地区の特性や利用者ニー

ズを踏まえ、民間事業者や大学等との連携推進、大規模な土地利用転換等に伴う用地や施設

の活用、学校施設・区民利用施設等の複合化による整備、公共施設の改修や複合化等の機会

を捉えて整備を進めていきます。 

また、整備にあたっては、東京２０２０大会にて若者を中心に気運が高まったスポーツク

ライミングやスケートボードなどの新たな競技の場の確保を含め、利用者ニーズや周辺環境

等を十分考慮した上で、施設整備・機能の充実を図ります。 

民間事業者との連携では、第一生命が給田に保有する野球場を、区民が利用できるスポー

ツ施設として活用するため、第一生命、日本女子体育大学、世田谷区の三者で協議の上、令

和３年３月に覚書を締結しました。 

野球場は第一生命が全面人工芝化等の整備を行い、世田谷区と日本女子体育大学が令和４

年１月から共同で利用を開始しました。区民には、烏山地域に不足していた屋外スポーツ施

設として開放しています。 

公共施設の改修等を契機としたスポーツの場の整備では、東京都水道局の和田堀給水所（大

原二丁目）において、給水所上部のスポーツ施設としての活用に向けた検討・調整を行って

いきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇日本女子体育大学と野球場利用に関する基本協

定、賃貸借契約を締結し、利用を開始する 

〇身近にスポーツを行える場所が十分でない 

 

○第一生命グラウンド野球場が区民のスポーツの

場として定着し、利用されている 

○和田堀給水所の活用に向けた検討・調整を進め、

設計が進んでいる 

〇地域・地区の状況や特性を踏まえつつ、施設の用

途変更や複合化、未利用地等の活用などの機会

を捉え、整備を検討する 

主な取組み 

○第一生命グラウンド野球場の利用開始による野球場の利用推進 

○スポーツ振興財団と連携し、スポーツに取り組む機会創出等の事業検討 

〇公共施設の用途変更や未利用地等を活用した整備 

〇公共施設の更新時等を契機とした施設の複合化・複合利用化による整備 

〇和田堀給水所の上部利用に向けた検討・調整 

〇公園施設・学校施設等と連携したスポーツの場の確保 

〇東京 2020大会を契機とした施設整備・機能の充実 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団、政策企画課 

公園緑地課、教育環境課、生涯学習・地域学校連携課 
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世田谷区内のスポーツ施設一覧 

 

 

 

 

  
 
⑮希望丘地域体育館 

⑮希望丘地域体育館 

㉔第一生命グラウンド野球場 

 
㉔第一生命グラウンド野球場 

 
㉕上用賀公園拡張用地スポーツ施設(予定) 
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２ スポーツ施設の機能充実 

（１）ＵＤや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機能の整備 

既存の区内スポーツ施設は、大規模改修工事等の機会を捉えユニバーサルデザインを取り

入れた利用しやすい施設への整備を進めてきましたが、まだまだ世代や障害の有無等を超え

て、全ての区民が安全・安心・快適に利用できる施設になっているとは言いきれません。ま

た、大規模なスポーツ施設や学校体育館等においては、災害時に避難場所としての機能も求

められています。 

今後も区内人口の増加や年齢構成、社会状況の変化に伴う多様なスポーツニーズが見込ま

れています。また、東京 2020大会を契機として、アメリカ合衆国選手団キャンプ地となった

大蔵運動場・大蔵第二運動場を中心に、外国人や障害を持つ方の利用の増加も想定されます。

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の趣旨も踏まえ、

子どもから高齢者、障害の種類や程度、性別、国籍にとらわれず、誰にとっても利用しやす

いスポーツ施設の整備を目指していきます。また、新型コロナウイルス感染症への対応につ

いても、十分な対策を実施のうえ施設運営を行っていきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○UDに対応した整備を進めているが、多様化する

ニーズに追いついていない 

 

○様々な機会を捉え UD 化を促進し、誰もが利用

しやすい施設環境が更に整備され、多様性に配

慮した施設運営が行われている 

主な取組み 

〇ＵＤや多様性に配慮した、誰もが使いやすい施設機能の整備 ★ 

・多世代スポーツ環境に向けた多機能整備 

・ユニバーサルデザインによる人に優しい環境整備 

・外国人でも利用しやすい多言語表示 

・多様性（ジェンダー、ダイバーシティ）に配慮した環境整備・施設運営 

・施設の利便性の向上 

・地震災害等発生時の対応力の強化 

・施設整備を目的としたクラウドファンディング等の手法による寄附の募集 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、都市デザイン課、生涯学習・地域学校連携課 

  

 

  

だれでもトイレ だれでもシャワー室 
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（２）環境に配慮した施設への改善 

区では、公共施設の整備にあたって、環境への負荷を抑えるとともに、周囲の環境に配慮

した世田谷らしい風景づくりに取り組んでいます。 

 このような中、新たなスポーツ施設の整備や既存スポーツ施設の改修にあたっても、利用

者にとって機能面での利便性のみならず、施設が周辺環境と調和し、環境への負荷を抑えた

省エネルギー化がなされ、地域特性を充分に踏まえた整備が求められており、大蔵運動場陸

上競技場スタンドの屋根には太陽光パネルを設置し、大蔵第二運動場には屋上緑化設備を設

置しました。 

今後も新たな施設整備や既存施設の改修にあたっては、このような考えをもとに、世田谷

の豊かな自然や住環境を守り育てる世田谷らしいスポーツ施設として、周辺環境に配慮した

施設づくりを進めていきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○環境負荷や周辺環境との調和を考慮した施設改

修・整備を実施してきたが、まだ改修すべき施設

も多い 

○施設改修にあたり、風景や環境に配慮し、地域特

性地を踏まえた世田谷らしい施設整備が進んで

いる 

主な取組み 

○地域特性等を踏まえた施設整備 

○風景づくり計画に基づいた施設整備 

○ESCO事業による一層の環境負荷抑制 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、公共施設マネジメント課、環境計画課、都市デザイン課 

 

 

 

３ 合理的で質の高い管理運営 

（１）質が高く管理しやすいスポーツ施設整備 

施設利用者に常に最適な状態で施設を利用していただくためには、定期的な機器の点検・

修理にあたり、利用者の安全面や快適性を十分考慮した質の高いメンテナンス作業が行われ

るとともに、日常の維持管理を行うスタッフにとっても、点検や簡易な修繕、清掃作業等が

行いやすい施設が求められます。 

 これまで、区立大蔵運動場や大蔵第二運動場においては、限られた財政状況の下、費用対

効果や安全性の確保、また利用環境に対する利用者からの要望などを踏まえながら施設の保

守・改修工事を適切に行うことで、施設運営の向上を図ってきました。 

 今後も引き続き、維持管理がしやすい優れたメンテナンス性を備えた、スポーツ利用に最

適な環境の整った施設整備を進めていきます。 
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現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○利用環境に適した施設整備・改修を進めている

が、設備更新が施設の老朽化に追いついていな

い状況となっている 

○中長期改修工事等の機会を捉え、最適な利用環

境が整ったメンテナンス性の優れた施設への改

修が着実に進んでいる 

主な取組み 

○日常的な施設の点検・修繕、清掃等の更なる充実 

○既存施設のメンテナンス性の向上を目的とした施設改修 

○優れたメンテナンス性を備えた施設設計 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課 

 

（２）スポーツ施設ごとの管理運営面の最適化 

スポーツ施設に求められるニーズは、競技種目やスポーツを行う目的（競技力の向上、健

康目的など）によっても異なるため、施設ごとに利用者ニーズを的確に把握し、最適な管理

運営を行っていく必要があり、スタッフにはスポーツに関する高い専門性も求められます。

区では、このように様々な利用者ニーズに柔軟に対応できるよう、指定管理者制度の活用や

官民連携手法導入の可能性を模索、競技団体の意見を取り入れた改修工事の実施など、効率

的な施設管理を進めてきました。 

 今後、スポーツニーズの多様化に伴い、スポーツ施設に求められる期待は更に高まると予

想され、より一層利用者ニーズに適した管理運営が求められます。引き続き施設ごとに更な

る管理運営の最適化を目指し、利用者の利便性の向上や管理経費の削減を図り、合理的で質

の高い施設運営を実現していきます。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

○指定管理者制度を活用した合理的な管理運営、

利用者ニーズを取り入れた改修工事等を進めて

いるものの、競技種目によってはニーズに応え

られていない施設もある 

○競技種目や利用者ニーズに応じた、施設ごとに

合理的で質の高い管理運営が行われている 

主な取組み 

○指定管理者制度の一層の活用 

○利用拡大に向けた施設整備（人工芝化、夜間照明設備の整備等） 

○効率的な施設管理方法の検討 

○利用時間等の適正化の検討 

〇ＩＣＴを活用し、ＤＸ推進へと繋がる効率的な施設管理方法の検討 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課 
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【重点的な取組み４】パラスポーツの推進 

  

  

  

 

 

（１）障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実 

スポーツ基本法において、スポーツは「障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うこと

ができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」

と明記されています。 

 区では、スポーツ振興財団との連携により、障害のある区民を対象としたスポーツ教室や

イベントを実施してきました。その結果、令和元年度（２０１９年度）に実施した「世田谷

区障害者（児）実態調査」では、１年間のスポーツや運動の頻度について、週１回以上スポ

ーツを行っている障害者は、３０．７％(週１～２回 １８．７％、週３回以上 １２．０％)

となっており、令和２年度(２０２０年度)にスポーツ庁が行った「障害者のスポーツ参加促

進に関する調査研究」の結果である成人と７～１９歳の障害者それぞれの週１回以上のスポ

ーツ実施率２４．９％、２７．９％を僅かに上回ってはいるものの、十分な結果とは言えず、

障害者がスポーツ・レクリエーションに参加する更なる機会の充実が必要です。 

一方区では、東京 2020 パラリンピックをパラスポーツ推進の最大の契機とするため、パラ

リンピックの正式種目である「ボッチャ」を通じたパラスポーツの推進、普及啓発を図るこ

とを目的に、平成３０年度に一般社団法人日本ボッチャ協会と全国の自治体で初めて連携協

力協定を締結し、障害者施設や小中学校、民間企業など様々なチームが出場する「ボッチャ

世田谷カップ」や、学校・障害者福祉施設等へのボッチャボールセットの配置など、障害者

が参加できる各種ボッチャの取組みを令和元年度(２０１９年度)から行っております。 

今後も、パラリンピックのレガシーとして、日本ボッチャ協会と連携しながらボッチャの

取組みを積極的に行っていくとともに、障害者のスポーツ・レクリエーションへの参加を促

すため、庁内の関係所管と連携しながら、障害者の生活実態を踏まえ、ルールやプログラム

を障害の内容や程度にあわせたパラスポーツ・レクリエーションの体験事業を実施していき

ます。また、障害者が継続してスポーツ・レクリエーション活動をするための施設の開放、

区内障害者施設等への物品の支援などをスポーツ振興財団とも連携しながら実施していきま

す。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

障害者の週１回以上のスポーツ実施率 ３０．７％ 障害者の週１回以上のスポーツ実施率 ４０％ 

主な取組み 

○障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実 

・パラスポーツ・レクリエーション推進事業（体操教室、水泳教室等） 

・障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業（体験会）★ 

東京 2020 パラリンピックを、パラスポーツを大きく推進させる最大の好機と捉

え、障害者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実を図るとともに、障害

のある人とない人（共生社会）の交流促進の取組みをさらに進めます。 
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・ユニバーサルスポーツ※推進事業（体験会等） 

※子どもから高齢者まで、また障害の有無に関係なく、一緒に実践できるスポーツ。 

・パラスポーツ体験会 

・オンラインや講師派遣を活用した、障害のある人でも身近な場所で気軽に参加できる事業の実施 ★ 

・ボッチャ世田谷カップ ★ 

○障害者が継続してスポーツ・レクリエーション活動を行うための支援 

・パラスポーツ・レクリエーションのための施設の開放  

・区内障害者施設等への物品等の支援  

・スポーツ推進基金を活用したパラスポーツ推進の取組み など 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、障害施策推進課 

障害者地域生活課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２０ボッチャ世田谷カップ 

パラスポーツ体験会 

73



- 40 - 

 

（２）スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害のある人とない人（共生

社会）の交流促進 

障害のある人もない人も、誰もが豊かに暮らせる共生社会の実現に向けて、スポーツ・ レ

クリエーション活動を通じた取組みは、ひとつの大きなきっかけとなります。国際パラリン

ピック委員会でも「パラリンピックムーブメントの推進を通してインクルーシブな社会（障

害者も健常者も共に生きる社会）を創出する」ことが、究極的なゴールとして掲げられてい

ます。 

 スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害のある人とない人の交流を促進するために

は、区民が障害理解を深め、パラスポーツに対する関心を持ってもらうことが重要であり、

区では、平成２７年度から実施ししている「障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・

レクリエーション交流事業」をはじめ、令和元年度(2019年度)から「ボッチャ世田谷カップ」

をはじめとする各種ボッチャの取組みや、複数のパラ種目をグループに分かれて体験する「パ

ラスポーツ体験会」などを実施し、障害のある人とない人が共にスポーツ・レクリエーショ

ンを楽しめる機会を充実させる取組みを行っております。 

 その結果、令和２年度(2020年度)に実施した区民意識調査によると、観戦またはやってみ

たいパラスポーツについて、何らかのスポーツを選択した人は、全体の７０%となっており、

「特にない」という人の２８．６％を大きく上回る結果となりました。後期年次計画が始ま

る直前に行った同調査のパラスポーツに関心のある人は全体の３５．８%であったことから、

東京 2020パラリンピックを契機とした気運醸成や、この間のパラスポーツ推進の取組みによ

り、区民の間で、パラスポーツへの関心が高まりつつあります。この気運を最大限活かし、

スポーツ・レクリエーションを通じた共生社会の実現を目指すため、スポーツ活動を通じた

障害のある人とない人の交流機会のさらなる拡充を図ってまいります。 

また、障害者がスポーツに親しむ機会の充実を図るためには、指導者やサポートスタッフ

などパラスポーツ・レクリエーションの取組みを支える人材の育成と確保も重要です。区で

は、スタッフ育成を目的とした講習会等の人材育成に取り組んでおります。今後、東京 2020

パラリンピック後を見据え、更なる人材育成を図っていくため、講習会の回数・内容の拡充

等、取組みを加速してまいります。 

また、地域におけるパラスポーツの広がりを進めるため、自主的にパラスポーツ・レクリ

エーション活動を担える団体の育成、発掘について検討をしてまいります。 

さらに区は、東京 2020 大会における先導的共生社会ホストタウンとして内閣官房の登録を

受けていることから、今後、こうしたスポーツ・レクリエーションを通じた障害のある人と

ない人の交流や人材育成の場を通じて、障害者差別の解消や障害への理解を促進し、区民が

共生社会について考える機会を創出していき、より多くの区民の参加を目指した、誰もがと

もにスポーツを楽しむ環境づくりに取り組んでいきます。 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇区民のパラスポーツへの関心が高まりつつある 

がパラスポーツ・レクリエーション活動を運営

する指導者・スタッフが不足している 

〇東京 2020大会を契機に、区民のパラスポーツ

への関心がさらに高まり、パラスポーツ・レクリ

エーション活動の指導者・スタッフが拡充され

ている 
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主な取組み 

○パラスポーツ・レクリエーション活動を支える人材の育成 ★ 

・障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業（講習会） 

・スポーツ推進委員に対する「初級障がい者スポーツ指導員」の資格取得促進 

・スポーツ推進委員に対する「障がい者スポーツ指導員」の資格取得促進 

 ※東京都の資格名にあわせて「障がい者」としている 

・パラスポーツを支える人材育成のための研修の実施 

・職員・教員等を対象としたボッチャ講習会 

・パラスポーツ冊子の作成・更新 

○パラリンピック競技をはじめとするパラスポーツの普及啓発事業の実施 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、障害施策推進課 

障害者地域生活課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）パラリンピックの気運醸成を活かしたパラスポーツの更なる推進 

パラリンピックは、障害のあるトップアスリートが出場する世界最高峰のスポーツの祭典

です。様々な障害を乗り越えて、無限の可能性に挑戦し、前向きに競技へ挑むパラリンピア

ンの姿には、私たちの心を動かす力があります。 

また、様々な障害のある選手が安全で公平に競い合うために、パラリンピック競技は用具や

ルールに工夫が施されており、それが競技としての面白さや魅力にもなっています。 

区では、東京 2020パラリンピックの気運醸成をいかし、パラリンピック正式種目であるボ

ッチャの取組みや、車いすバスケットボールなど、複数の種目を体験するパラスポーツ体験

会、節目ごとのパラリンピック気運醸成イベント等を実施し、多くの方にパラスポーツの魅

力を知っていただく取組みを進めてきました。 

一方で、令和元年度(２０１９年度)の障害者(児)実態調査によると障害者がやってみたい

パラリンピック競技種目は、１位「水泳」、２位「ボッチャ」で、観戦してみたい種目は１位

「陸上競技」、２位「水泳」という結果でした。また区民全体を対象とした令和２年(２０２

０年度)の区民意識調査では、やってみたい又は観戦してみたい種目は、１位「陸上競技」、

障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業 
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２位「車いすバスケットボール」となっており、障害のある人とない人で関心の高い種目に

違いはあるものの「陸上競技」については共に関心が高いことがわかりました。こうした結

果を踏まえながら、今後も様々なパラリンピック競技種目の体験を通じたパラスポーツの普

及を行っていきます。 

 また、区内にあるＪＲＡ馬事公苑が東京 2020 パラリンピックのパラ馬術会場として使用さ

れたことから、パラ馬術の体験やＰＲ事業等を通じた取組みを進めていくとともに、大会に

出場したパラリンピアンと区民との交流の場を設けるなど、東京 2020 大会のレガシーを活用

してまいります。 

東京 2020 大会終了後もボッチャ等のパラリンピック競技をはじめとするパラスポーツが

地域に根付き、障害のある人とない人がスポーツを通じて共に楽しむことが出来るよう、パ

ラリンピックの気運醸成を活かしたパラスポーツ推進の取組みを更に加速させてまいります。 

 

現況【令和３年度（２０２１年度）】 目指す姿【令和５年度（２０２３年度）】 

〇パラリンピックへの区民の関心が最高潮にな

り、ボッチャ等、パラリンピック競技種目への認

知度が高まっている 

〇パラ馬術の普及やパラアスリートとの交流な

ど、大会のレガシーが活用されている 

〇大会のレガシーとして、ボッチャ等のパラリン

ピック競技をはじめとするパラスポーツが地域

に根付き、身近な場所でパラスポーツを楽しむ

環境が充実している 

主な取組み 

○東京 2020大会の気運醸成事業に基づくパラスポーツの取組み 

・ボッチャ世田谷カップ 

・パラスポーツ体験会 

・パラスポーツ冊子の作成・更新 

・パラリンピアンとの交流事業 

・アメリカ選手等の参加によるパラスポーツの展開 ★ 

・競技大会を通じてパラスポーツを支える人材育成・きっかけづくりを目的とした、競技大会の実施 ★ 

・パラリンピック競技のＰＲ 

○オリンピック・パラリンピック教育の推進 

関係所管 スポーツ推進課、スポーツ施設課、障害施策推進課 

障害者地域生活課、教育指導課、（公財）世田谷区スポーツ振興財団 
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東京 2020大会に向けた 200日前イベント in SETAGAYA 

東京 2020大会に向けた１年前イベント in SETAGAYA 

東京 2020大会に向けた２年前イベント in SETAGAYA 
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資料１ スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八 号）のあらまし  

  

1 総則  

（一）この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並

びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事

項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の

心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和

ある発展に寄与することを目的とすることとした。（第一条関係）  

（二）スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民

が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健

康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならないこ

と等、スポーツに関し、基本理念を定めることとした。（第二条関係）  

（三）スポーツに関し、国及び地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力等について定める

こととした。（第三条～第七条関係）  

（四）政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措

置その他の措置を講じなければならないこととした。（第八条関係）  

  

2 スポーツ基本計画等  

（一）スポーツ基本計画  

文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの

推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければならないこ

ととした。（第九条関係）  

（二）地方スポーツ推進計画  

都道府県及び市町村の教育委員会（その長がスポーツに関する事務（学校における体育に関

する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた特定地方公共団体にあっては、その

長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計

画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとすることとした。（第

一〇条関係）  

  

3 基本的施策  

（一）スポーツの推進のための基礎的条件の整備等について、指導者等の養成等、スポーツ

施設の整 

備等、学校施設の利用、スポーツ事故の防止等、スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解

決、スポーツに関する科学的研究の推進等、学校における体育の充実等の施策を定めること

とした。（第一一条～第二〇条関係）  

（二）多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備について、地域におけるスポーツの

振興のための事業への支援等、スポーツ行事の実施及び奨励等の施策を定めることとした。

（第二一条～第二四条関係）  
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（三）競技水準の向上等について、優秀なスポーツ選手の育成等、国民体育大会及び全国障

害者スポーツ大会、国際競技大会の招致又は開催の支援等、ドーピング防止活動の推進等の

施策を定めることとした。（第二五条～第二九条関係）  

  

4 スポーツの推進に係る体制の整備  

（一）スポーツ推進会議 政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進

を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通

省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすることとした。（第三〇条関係）  

（二）都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等  

都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項

を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くこ

とができることとした。（第三一条関係）  

（三）スポーツ推進委員  

市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町村におけるス

ポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心

と理解を有し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整等の職務を行うのに必要

な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとすることとした。（第

三二条関係）  

  

6 国の補助等  

国は地方公共団体、学校法人又はスポーツ団体に対し、地方公共団体はスポーツ団体に対

し、それぞれそれらの行うスポーツの振興のための事業に要する経費の一部を補助すること

ができることとした。（第三三条～第三五条関係）  

  

7 施行期日等  

（一）政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに

関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性

に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。（附

則第二条関係）  

（二）この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行することとした。  

  

  

  

   

出典：文部科学省ホームページから引用 
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資料２ 第２期スポーツ基本計画（概要）  

  

第１章  第２期スポーツ基本計画の策定に当たって  

スポーツ基本法に基づく第２期スポーツ基本計画は,平成 29～33 年度の５年間における,

スポーツ立国の実現を目指す上での重要な指針。  

スポーツ審議会において審議を行い,平成 29 年３月１日に答申をとりまとめ,この答申を

踏まえ,第２期スポーツ基本計画を策定。  

第２期計画では,第２章で計画の理念を「スポーツの価値」として具体化。  

第３章で施策体系を大括り化し（４つの政策目標），数値目標を８から 20 に増加。  

  

第２章 中長期的なスポーツ政策の基本方針  

～スポーツが変える。未来を創る。 Enjoy Sports, Enjoy Life ～ 

スポーツの「楽しさ」「喜び」こそがスポーツの価値の中核であり,全ての人々が自発的

にスポーツに取り組み自己実現を図り,スポーツの力で輝くことにより,前向きで活力

ある社会と,絆の強い世界を創る。 

 

１ スポーツで「人生」が変わる！ 

スポーツを「する」ことで，スポーツの価値が最大限享受できる。  

スポーツを「する｣「みる」｢ささえる」ことでみんながその価値を享受できる。  

スポーツを生活の一部とすることで，人生を楽しく健康で生き生きとしたものにできる。  

  

２ スポーツで「社会」を変える！ 

スポーツの価値を共有し人々の意識や行動が変わることで，社会の発展に寄与できる。  

スポーツは共生社会や健康長寿社会の実現，経済・地域の活性化に貢献できる。  

  

３ スポーツで「世界」とつながる！ 

スポーツは「多様性を尊重する世界」 「持続可能で逆境に強い世界」 「クリーンでフェ

アな世界」の実現に貢献できる。  

  

４ スポーツで「未来」を創る！  

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を好機として，スポーツで人々

がつながる国民運動を展開し，オリンピックムーブメントやパラリンピックムーブメントを

推進。  

本計画期間においては，「スポーツ参画人口」を拡大し，スポーツ界が他分野との連携・協

働を進め，「一億総スポーツ社会」を実現する。  
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第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策  

１ スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と，そのための人材育成・

場の充実 

【政策目標】  

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とその環境整備を行う。その結果として，

成人のスポーツ実施率を週１回以上が 65％程度（障害者は 40％程度）,週３回以上が 

30％程度（障害者は 20％程度）となることを目指す。 

 ※スポーツ実施率：週１以上が 42.5(障害者 19.2)％、週３以上が 19.7(障害者 9.3)％ 

（１）スポーツ参画人口の拡大  

① 若年期から高齢期までライフステージに応じたスポーツ活動の推進  

・スポーツの楽しみ方等を示す「ガイドライン」の策定・普及  

・新たなスポーツや高齢者が取り組める「スポーツプログラム」の策定・普及  

② 学校体育をはじめ子供のスポーツ機会の充実による運動習慣の確保と体力の向上  

（スポーツをする時間を持ちたいと思う中学生を増加（58.7%→80%），スポーツが嫌い・やや

嫌いである中学生を半減（16.4%→８%），子供の体力を昭和 60 年頃の水準に）  

・学習指導要領の改訂や全国的な体力調査等を通じた体育・保健体育の授業等の改善  

・教員の研修，施設の整備等を通じた武道の指導の充実  

・運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定  

・学校体育活動中の重大事故を限りなくゼロにするという認識の下での事故防止の取組の推

進  

③ ビジネスパーソン，女性，障害者のスポーツ実施率の向上と，これまでスポーツに関わっ

てこなかった人へのはたらきかけ  

（成人のスポーツ未実施者の数がゼロに近づくことを目指す）  

・ビジネスパーソンのスポーツ習慣づくりと民間事業者における「健康経営」の促進  

・女性がスポーツに参画しやすい環境整備，障害者スポーツの裾野拡大に向けた取組の推進  

・スポーツと食，エンターテインメント等他分野との融合やＩＴの活用による魅力向上  

  

（２）スポーツ環境の基盤となる「人材」と「場」の充実  

① スポーツに関わる多様な人材の育成と活躍の場の確保  

・スポーツに関わる人材の数や属性の特徴などの全体像の明確化  

・アスリートの雇用促進や地域での指導機会の拡大等によるキャリア形成の支援  

・指導者養成のモデル・コア・カリキュラムの大学等への普及  

・専門スタッフ，審判員，ボランティア等の育成・確保  

② 総合型地域スポーツクラブの質的充実  

・総合型クラブの登録・認証等の制度と中間支援組織の整備（47 都道府県）  

・ＰＤＣＡサイクルにより運営の改善等を図る総合型クラブの増加（37.9%→70%）  

・地域課題解決に向けた取組を行う総合型クラブの増加（18.4%→25%）  
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③ スポーツ施設やオープンスペース等のスポーツに親しむ場の確保  

・ストックの適正化に関するガイドラインの活用促進  

・学校体育施設の開放の在り方に関する手引きを策定し施設を有効活用  

・キャッチボール等が気軽にできる場としてオープンスペース等の有効活用の促進  

④ 大学スポーツの振興  

・大学においてスポーツ分野を統括する部局の設置促進，アドミニストレーターの配置促進

（100 大学）  

・大学横断的・競技横断的統括組織（日本版ＮＣＡＡ）の創設を支援  

  

２ スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現   

【政策目標】  

社会の課題解決にスポーツを通じたアプローチが有効であることを踏まえ，スポーツを

通じた共生社会等の実現，経済・地域の活性化，国際貢献に積極的に取り組む。 

（１）スポーツを通じた共生社会等の実現  

① 障害者スポーツの振興等  

（障害者の週１回のスポーツ実施率：成人 19.2％→40％，７～19 歳 31.5％→50％）  

・地方公共団体等において障害者スポーツを総合的に振興する体制の整備  

・障害のある人とない人が一緒に親しめるスポーツ・レクリエーションの推進  

・スポーツ施設のバリアフリー化，不当な差別的取扱いの防止による利用促進  

・全ての特別支援学校が地域の障害スポーツの拠点となることの支援  

・総合型クラブへの障害者の参加促進（40％→50％）  

・障害者スポーツ指導者の養成の拡充（2.2 万人→３万人）  

・活動する場がない障害者スポーツ指導者を半減（13.7％→７％）  

・障害者スポーツの理解促進により，直接観戦経験者を増加（4.7％→20％）  

・全ての学校種の教員に対する理解促進，学校における障害児のスポーツ環境の充実  

② スポーツを通じた健康増進  

・スポーツによる健康寿命の延伸の効果について，エビデンスの収集・整理・情報発信  

・効果的な「スポーツプログラム」や「ガイドライン」の策定・普及  

・スポーツ事故等の情報収集，安全確保に向けた方策のとりまとめ，普及・啓発  

・被災地でのスポーツによる身体的・精神的支援  

③ スポーツを通じた女性の活躍促進  

・女子生徒の運動習慣の二極化を含め女性特有の課題の整理  

・女性指導者増加に取り組むとともに，スポーツ団体における女性登用を促進  

・女性トップアスリートについて女性特有の課題に対応した医・科学支援の実施  
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（２）スポーツを通じた経済・地域の活性化  

① スポーツの成長産業化  

（スポーツ市場規模 5.5 兆円を 2020 年に 10 兆円，2025 年に 15兆円へ拡大）  

・スポーツの成長産業化，地域活性化の基盤としてのスタジアム・アリーナの実現  

・各種スポーツ団体等と連携した新たなビジネスモデルの開発支援  

・スポーツ経営人材の育成・活用，スポーツ団体におけるビジネス手法，ＩＴの活用  

  

② スポーツを通じた地域活性化  

・スポーツツーリズムの推進（スポーツ目的の訪日外国人数を 138 万人→250 万人，スポー

ツツーリズム関連消費額を 2,204 億円→3,800 億円）  

・地域スポーツコミッションの設置促進（56→170），地域コミュニティの維持・再生  

・オリンピック・パラリンピック教育やホストタウンの推進  

  

（３）スポーツを通じた国際社会の調和ある発展  

・国際競技団体等における役員数の増加（25人→35 人）や政府間会合への積極的な参加等を

通じて国際スポーツ界の意思決定に参画  

・スポーツ・フォー・トゥモローによりスポーツの価値を 100 カ国以上 1,000 万人以上に広

げる  

・諸外国におけるスポーツ情報を戦略的に収集・分析，スポーツ団体等における国際業務の

体制強化  

・ラグビーワールドカップ２０１９及び２０２０年東京大会について，政府の基本方針に基

づき円滑な開催を支援，ワールドマスターズゲームズ２０２１関西等に協力  

  

３ 国際競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備  

【政策目標】  

国際競技大会等において優れた成績を挙げる競技数が増加するよう，各中央競技団体が

行う競技力強化を支援する。   

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）及び日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の設定し

たメダル獲得目標を踏まえつつ，我が国のトップアスリートが，オリンピック・パラリン

ピックにおいて過去最高の金メダル数を獲得する等優秀な成績を収めることができるよう

支援する。 

① 中長期の強化戦略に基づく競技力強化を支援するシステムの確立  

・中央競技団体は中長期の強化戦略を実践し，ＪＳＣ，ＪＯＣ及びＪＰＣは中央競技団体の

強化戦略を多面的に支援。国は，ここで得た知見をターゲットスポーツの指定に活用  

・ナショナルコーチやサポートスタッフの配置と資質向上，世界トップレベルのコーチの育

成  

② 次世代アスリートを発掘・育成する戦略的な体制等の構築  

・地域ネットワークを活用したアスリートの発掘や種目転向の支援  

・将来メダルの獲得可能性のある競技やアスリートをターゲットとした集中的な強化  

・国民体育大会にオリンピック競技種目の導入を促進  
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③ スポーツ医・科学，技術開発，情報等による多面的で高度な支援の充実  

・ナショナルトレーニングセンターや国立スポーツ科学センターを包含する「ハイパフォー

マンスセンター」の機能強化  

・トップアスリートに対してスポーツ医・科学，情報等を活用し多方面から支援  

④ トップアスリート等のニーズに対応できる拠点の充実  

・ナショナルトレーニングセンター中核拠点の拡充棟を 2020 年の約１年前までに整備し，

オリンピック競技とパラリンピック競技の共同利用化を実現  

・ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点の活用  

  

４ クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上  

【政策目標】  

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，クリーンでフェアな

スポーツ（スポーツ・インテグリティ）の推進に一体的に取り組むことを通じて，スポー

ツの価値の一層の向上を目指す。 

① コンプライアンスの徹底，スポーツ団体のガバナンスの強化及びスポーツ仲裁等の推進  

・全てのアスリート等が主体的に取り組むことができる教育研修の推進  

・スポーツ団体の組織運営をモニタリング・評価し，必要な助言・支援を実施  

・スポーツ仲裁自動応諾条項の採択等により，全てのスポーツ団体におけるスポーツに関す

る紛争解決の仕組みの整備を促進  

② ドーピング防止活動の推進  

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けてドーピング検査員の育

成をはじめ必要な体制の整備  

・ドーピング防止活動に係る情報を共有できる仕組みの構築  

・アスリートやサポートスタッフ，医師や薬剤師等に対する教育と，国際的なドーピング防

止活動への貢献  

  

第４章 施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項  

計画の広報活動の推進。ＳＮＳをはじめ多様なメディアを活用し国民に直接発信。  

大きな潜在力にふさわしいスポーツ関連予算の更なる強化はスポーツ関係者の総意。併せ

て，予算の効率的・効果的な活用と，スポーツ団体等における公的資金の適正使用を徹底。  

スポーツ振興投票制度（toto）等を活用，スポーツに対する寄附や投資を活性化。  

計画の進捗状況をスポーツ審議会等において定期的に検証。検証プロセスを公開し，検証

結果を次期スポーツ基本計画の策定における改善に反映。  

  

  

  

出典：スポーツ庁ホームページから引用 
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資料３ 世田谷区区民意識調査２０２１（スポーツ）の結果（抜粋） 

≪調査の概要≫ 

 対 象 者 世田谷区在住の満 18歳以上の男女 

 対 象 数 4,000人（内訳／日本国籍 3,913 人、外国籍 87人） 

 抽出方法  層化二段無作為抽出法 

 調査方法  郵送配布・郵送回収またはインターネットによる回答 

 調査期間  令和 3 年 5月 25日～6月 4日 

 有効回収数 2,086人（内訳／日本国籍 2,056 人、外国籍 30人） 

 有効回収率 58.0％ 

グラフの見方 

１ 設問中に特に指示がない限り、選択肢を１つだけ選ぶ設問です。 

２ 小数点第２位を四捨五入しているため、合計が 100.0％にならないものがあります。 

３ 複数回答の設問は、合計が 100.0％を超えることがあります。 

４ グラフ中のｎは、設問の回答者数を表します。 

 

  〈調査結果〉 

 この 1年間に行ったスポーツや運動の回数を聞いたところ、「週に 1～2回」（25.6％）

が 2割半ばで最も高く、以下「週に 3回以上」（19.9％）、「月に 1～3 回」（14.8％）な

どと続く。「行わなかった」（27.3％）は 3割近くとなっている。（図 17－1－1） 
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  〈調査結果〉 

 観戦またはやってみたいパラスポーツについて聞いたところ「陸上競技」（19.8％）

が 2割、「車いすバスケットボール」（18.8％）、「水泳」（18.7％）が 2割近くとなって

いる。以下、「車いすテニス」（16.0％）、「馬術」（12.5％）「アーチェリー」（10.2％）

などと続く。（図 17－2－1） 
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  〈調査結果〉 

 パラスポーツ推進のための取り組みについて聞いたところ、「スポーツ施設のバリア

フリー化」（45.3％）が 4割半ばで最も高く、以下、「障害のある人とない人が共に楽し

めるスポーツ大会等の実施」（34.7％）、「継続・定期的なパラスポーツ教室の実施」

(27.0％)、「児童・生徒へのパラスポーツ推進教育の実施」（23.9％）、「指導者やボラン

ティア、スタッフ等の人材育成」（18.0％）などと続く。（図 17－3－1） 
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  〈調査結果〉 

 参加したいパラスポーツの内容を聞いたところ、「イベントや祭り等でのパラスポー

ツの体験ブース・紹介コーナー」（30.7％）がほぼ 3割と最も高く、以下「スポーツ・

レクリエーションを通じた障害のある人とない人との交流」（24.8％）、「スタッフ、ボ

ランティア等の人材育成講座」（13.3％）などと続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：世田谷区ホームページから引用 
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資料４ 世田谷区区民意識調査２０２０（スポーツ）の結果（抜粋） 

≪調査の概要≫ 

 対 象 者 世田谷区在住の満 18歳以上の男女 

 対 象 数 4,000人（内訳／日本国籍 3,905人、外国籍 95人） 

 抽 出 方 法 層化二段無作為抽出法 

 調 査 方 法 郵送配布・郵送回収 

 調 査 期 間 令和 2 年 5月 19日～6月 4日 

 有効回収数 2,371人（内訳／日本国籍 2,332 人、外国籍 39人） 

 有効回収率 59.3％ 

グラフの見方 

１ 設問中に特に指示がない限り、選択肢を１つだけ選ぶ設問です。 

２ 小数点第２位を四捨五入しているため、合計が 100.0％にならないものがあります。 

３ 複数回答の設問は、合計が 100.0％を超えることがあります。 

４ グラフ中のｎは、設問の回答者数を表します。 

 
 〈調査結果〉 

 この 1年間に行ったスポーツや運動の回数を聞いたところ、「週に 1～2回」（29.2％）

がほぼ 3割で最も高く、以下「週に 3回以上」（22.4％）、「月に 1～3 回」（16.1％）な

どと続く。「行わなかった」（27.3％）は 2割を超えている。（図 16－1－1） 
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  〈調査結果〉 

 観戦またはやってみたい障害者スポーツについて聞いたところ「陸上競技」（23.1％）

と「車いすバスケットボール」（21.6％）が 2 割を超えている。以下、「車いすテニス」

（18.3％）、「水泳」（17.8％）「馬術」（11.7％）などと続く。（図 16－2－1） 
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  〈調査結果〉 

 障害スポーツ推進のための取り組みについて聞いたところ、「スポーツ施設のバリア

フリー化」（38.9％）が 4割近くで最も高く、以下、「障害のある人とない人が共に楽し

めるスポーツ大会等の実施」（33.2％）、「継続・定期的なパラスポーツ教室の実施」

(29.0％)、「児童・生徒へのパラスポーツ推進教育の実施」（21.0％）、「指導者やボラン

ティア、スタッフ等の人材育成」（19.4％）などと続く。（図 16－3－1） 

 

 

 

出典：世田谷区ホームページから引用 
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資料５ スポーツの実施状況等に関する世論調査（抜粋）（スポーツ庁） 

≪調査の概要≫ 

 対 象 者 全国の 18～79歳の男女 

 対 象 数 「楽天インサイト」パネル 約 220万人 

 調査方法  上記パネルの登録モニターを対象としたＷＥＢアンケート調査 

 調査期間  令和 2 年 11月 6日～11月 25 日 

 有効回収数 計 20,000 件 

 

〇スポーツ実施率について 

 

週 1日以上運動・スポーツをする者の割合は、20歳以上男女の平均で 59.9％（前年度から

6.3 ポイント増）。 

年代別では若年層（10代・20）を中心に各層で上昇している。性別では、女性よりも男性

の方が 2.7ポイント高く、全ての年代層において前年度の割合を上回っている。 
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〇この 1年間に実施した運動・スポーツについて[令和元年度との比較] 

 

この 1年間に実施した種目については、最上位の「ウォーキング」が前年度と比較して 3.0

ポイント増となっているが、上位の各種目について、前年度と比べ実施率に大きな変化は 

見られない。 
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〇1年前と比べて運動・スポーツを実施する頻度について 

「1年前と比べて運動・スポーツをする頻度は増えた」と答えたものが 18.0％。 

男女ともに 20 代・30 代で「増えた」と答えた割合が 20％と上回っている一方、男女とも

に 70代は低くなっている。 

Ｑ16あなたは 1年前と比べて運動・スポーツを実施する頻度は増えましたか、減りましたか。 

 

・運動・スポーツが増えた理由としては「コロナウィルス感染症対策による日常生活の変

化」と答えたものが 36.4％で最も高く、「仕事が忙しくなくなったから」「運動・スポーツ

が好きになったから」と続いている。 

・「1年前と比べて運動・スポーツを実施する頻度は増えた」と答えた者の 81.1％が「ウォ

ーキング」を実施している。 

 

出典：スポーツ庁報道発表から引用 
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資料６ 都民生活に関する世論調査（抜粋） 

≪調査の概要≫ 

 対 象 者 東京都全域に住む満 18歳以上の男女個人 

 対 象 数 4,000標本（令和元年までは 3,000標本） 

 調 査 方 法 郵送法（郵送配布・郵送回収、ＷＥＢ〔インターネット〕回答併用） 

       〔令和元年までは個別訪問面接聴取法〕 

 調査期間  令和 2 年 9月 4日～10月 4日 

 有効回収数 計 2,273 件〔うち郵送 1,546 標本、インターネット 727標本〕 

 

５ 都民のスポーツ活動・障害者スポーツ 

 5-1 スポーツ・運動の１年間の実施状況 

 図 5-1-1（全員の方に） 

 問 15 あなたが、この 1年間※実施したスポーツや運動があれば、次の中からいくつでもお選びくださ

い。なお、ここでいう「スポーツ」や「運動」には、ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツや

運動だけでなく、散歩、体操をはじめ、健康づくりのために、目的をもって自主的に行う身体活動を

広く含めます。（〇はいくつでも） 

   ※新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前の期間も含めた過去１年間（令和元年９月頃から

令和２年９頃まで）でお答えください。 
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 この 1 年間に実施したスポーツや運動の種目を聞いたところ、「ウォーキング、散歩（散策、ペットの散

歩、意識的な階段利用などを含む）」が 68％と最も多く、次いで「体操(ラジオ体操、職場体操、ストレッチ、

エクササイズ、エアロビクス、ヨガ、ピラティス、縄跳び、腕立て伏せやスクワットなど筋力トレーニングを

含む)」43％、「室内運動器具(ウエイト器具、ランニングマシーン、バランスボールなど)を使ってする運動」

14％などの順となっている。一方、「スポーツや運動はしなかった」は 10％となっている。 

 

 

 

 

 

 

  

 種目分類をみると、「比較的軽いスポーツのみ」が 51％で最も多く、次いで「比較的軽いスポーツと趣味等

を活かしたスポーツ」22％、「比較的軽いスポーツと趣味等を活かしたスポーツと競技的スポーツ」8％、「比

較的軽いスポーツと競技的スポーツ」4％などの順となっている。 
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 今回は、前回までの調査と調査方法が異なるため、スポーツ・運動の１年間の実施状況の上位１０種目を過

去の調査結果と単純に比較することができないが、平成 30 年よりも「ウォーキング、散歩(散策、ペットの散

歩、意識的な階段利用なども含む)」が７ポイント増加している。また、「スポーツや運動はしなかった」は７

ポイント減少している。 
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 今回は前回までの調査と調査方法が異なるため、種目分類を過去の調査結果と単純に比較することはできな

いが、平成 30年よりも「比較的軽いスポーツのみ」が８ポイント増加している。 
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 上位 10種目について性・年齢別にみると「体操（ラジオ体操、職場体験、ストレッチ、エクササイズ、エ

アロビクス、ヨガ、ピラティス、縄跳び、腕立て伏せやスクワットなど筋力トレーニングを含む）」は女性が

男性より 17 ポイント高くなっており、特に女性の 20 代から 40代までは 5 割半ばと多くなっている。「ランニ

ング(ジョギング）」は男性が女性より７ポイント高くなっており、男性の年齢が下がるほど多くなっている。 

 職業別にみると、「ウォーキング、散歩（散策、ペットの散歩、意識的な階段利用などを含む）」は経営・管

理職・事務職で 8割近く、「軽い競技（キャッチボール、卓球、ドッジボール、バドミントン、テニス、バレ

ーボール、サッカー、フットサル、ボッチャなど）」は学生で４割と多くなっている。 
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 この 1 年間にスポーツや運動を実施したと答えた人（1,985 人）に、実施した理由を聞いたところ、「健康維

持・体力づくりのため」が 73％で最も多く、次いで「運動不足解消のため」64％、「楽しみや気晴らし・気分

転換のため」52％、「美容や肥満解消のため」23％、「友人・仲間との交流の機会として」20％などの順となっ

ている。 
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 今回は、前回までの調査と調査方法が異なるため、スポーツ・運動を実施した理由を過去の調査結果と単純

に比較することはできないが、平成 30 年よりも「運動不足解消のため」が 11ポイント、「美容や肥満解消の

ため」が６ポイント増加している。一方、「友人・仲間との交流の機会として」は 5ポイント、「家族とのふれ

あいの機会として」は４ポイント減少している。 

 

出典：東京都ホームページから引用 
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資料７ 世田谷区障害者（児）実態調査結果報告書（抜粋） 

≪調査の概要≫ 

 対 象 者 区内に住所を有し、保健福祉総合情報システムに登録されている身体障害

者・知的障害者・重複障害者及び難病患者(いずれも児童含む。)、自立支援

システムにとうろくされている障害福祉サービス及び障害児サービス利用

者のうち、精神障害者及び障害児（いずれも発達障害者含む、）の中から、

無作為に抽出 

 対 象 数 5,500名 

 調 査 方 法 質問紙郵送調査方式 

 調査期間  令和元年 11月 14日～11月 28 日 

 有効回収数 計 2,053 件 
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出典：世田谷区ホームページから引用 
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世田谷区スポーツ推進計画 

≪調整計画≫ 
 

発行日   令和４年３月 

編集・発行 世田谷区スポーツ推進部スポーツ推進課 

       〒１５４－８５０４ 

       世田谷区世田谷４－２１－２７ 

       ＴＥＬ：０３－５４３２－２７４２ 

       ＦＡＸ：０３－５４３２－３０８０ 

（広報印刷物登録番号Ｎｏ．●●●●） 
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